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芸娼妓契約

I 序説

かつて うれしい

花いちもんめ

まけて くやしい

花いちもんめ

ー←日本のわらべうた

マザー・グースと同じで、この歌から受ける残酷な印象には歴史的な背景が

ある。 20世紀以前の日本の農家は 中世ヨーロッパの農家がしたように (En-

german 1973: 44)一一、子どもの売買をしたのである。

その中には、娘を売春宿に奉公 (indenture)に出す者もいた。同時にまた、

娼婦となるために自ら長期間の雇傭契約をする女性も多かった。本稿は、これ

ら戦傑の諸契約の、より近代的な形態 すなわち、 20世紀初めの日本の性サ

ーピスの市場における、親、娼婦、そして売春宿の問の稼働に関する取り決め

ーーを検討しようとするものである。より具体的には、芸娼妓奉公の契約 (in-

d白e印I日肌l

が売春宿で数年間働くとυしい、う契約一〔以以下、芸娼妓契約ないし奉公契約 (in

denture contract) Jの使用を検討する。娼婦と売春宿がこの芸娼妓契約類似の

契約を用いることは多くの社会で行われてきたことであり、本稿はなぜそうだ

ったのかを日本のデータを用いて考えようとするものである。

戦前の日本における売春は規制産業であり、かつ問題とされることの多い産

業であった。まさしくそのために、政府の記録や独立の研究の両方が、驚くほ

どあからさまな実証的 (empirical)な記録を残している。そこで、本稿ではま

ず第1に、それらの記録を用いてその契約そのものを抽出、再現する。それに

よって、当事者が行った取引と、それらの取引のエンフォースメント(実現な

いし強制)の方法が明らかとなろう O

第2に、本稿はそのような芸娼妓契約についての最も一般的な仮説を検討す

る。すなわち、抱主がこれらの契約をしたのは、契約期間を超えて娼婦を売春

宿に縛りつけておくように契約を操作することができたからであるという仮説

である(その根拠とされるのは、簡単にいえば、抱主は年期奉公人を債務奴隷
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に転換することができたということである)。しかし、この仮説を支持する証

拠は見当たらない。むしろ、多くの娼婦は、契約期間の終了よりも相当前に、

前借金を完済し、廃業している。芸娼妓奉公は過酷な職業ではあったが、女性

がそれに従事するのはわずか数年だったので、ある。

第3に、本稿は芸娼妓契約についての仮説を他に 2つ検討する。すなわち、

(i)芸娼妓契約は売春宿をして娼婦を支配することを可能にしたという仮説、

そして、 (ii)芸娼妓契約は(何千人ものヨーロッパ人を北アメリカにもたらし

た年期泰公契約のように)困窮した農民に信用を供与する手段だったという仮

説である。これらの仮説は、日本の芸娼妓奉公の一面をとらえてはいるかもし

れないが、本稿はそれでは不十分であることを説明する。

それらに代え、本稿は、娼婦と売春宿はそれぞれ別の理由で芸娼妓契約を用

いていたことを主張する。第 1に、前借金契約によって、抱主は、女性(そし

て時にはその親)に将来の収入についての自分の約束を信じてもらうことが可

能となった (Williamson1983， 1985)。抱主にとってこの約束が有益だったの

は、新しく娼婦となる娘たちは、確実に大きな評判上の損失 (reputational

loss)を被る産業に参入しようとしているにもかかわらず、そこで得ることの

できる賃金について信頼できる情報を持たないという事情があったからであ

る。第2に、芸娼妓契約によって、抱主と娼婦は、法制度を最も安価に発動さ

せることのできる当事者にそのコストを配分することが可能となったのであ

る。売春宿と娼婦がそのような取り決めをしたという事実が意味しているの

は、究極的には、学者は、売春の残酷さに目をくらまされて、農民の男女が窮

状におかれながらもできるだけ良い生活をするために工夫した効果的な諸手段

を見失ってはならないということである(1)。

売春と年期奉公が政治的にも問題の多い性格のものであることに鑑みて、こ

こで通常以上の免責条項を挿入しておきたい。第 1に、読んでいただければき

わめて明らかなように、本稿は産業組織の歴史の研究であって、決して規範的

な研究ではない。本稿は、売春を合法化すべきかどうかという点に関して、い

かなる立場をも採るものではない(2)。

第2に、データ不足のために、本稿はひとつの基本的な実証問題に答えてい

ない。すなわち、日本の女性が、どれくらいの割合で自らすすんで娼婦とな

り、どれくらいの割合で家族からの圧力を受けて娼婦となったのかという問題

である。一方で、娼婦はそれなりに高収入であり、多くの女性は貧しかったか
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ら、単にその収入に魅かれて自主的にこの職業を選んだ女性もいた。が、他方

では、親からの圧力を受けてこの職業についた女性もいたのである。そのよう

な圧力が一般に言われているほどには決定的な意味は持たなかったという証拠

も見出せたが、それはそこから結論を導くには一応のものでしかない(3)。他の

研究では、複数の農民が農家間で収入をプールすることによってリスクを共有

していたことが示唆されているが(Popkin:18-22， Rosenzweig & Stark)、おそ

らく中には、そのような家族保険 (familyinsurance)制度の一環として一一痛

ましくも一一売春宿に抱えられた娘もいたであろう。親や裕福な隣人が、娼婦

の債務の保証人となることがしばしばあった〔ことから、家族保険制度の存在

がうかがえる〕のである(もっとも、それは、女性が自ら望んで娼婦となる場

合にもありえたことではある)(針。以下では、説明の簡便のために一一そして

その目的のみで一一、雇傭の取り決めは、それに関与している女性が自ら選ん

だものであるとして扱う。

第3に、日本の売春の実態に関する当時の叙述は意図的に無視する。今日に

いたるまで、この産業の歴史は、改革主義者のジャーナリスト、廃娼論者、そ

れらの廃娼論者によって救い出された元娼婦らの、実体験に基づく説明に依拠

してきた。必然的に、廃娼論者らに接近した娼婦は最も不満を抱いていた娼婦

たちであり、大過なく芸娼妓奉公の年期を終えた女性たちは、その経験につい

て著書や記事、そして日記さえもほとんど書いていないのである。そのため

に、現存する実態描写は、標本摘出に大きな偏りがあるという問題を抱えてい

る。この偏りが数量的な記録にも影響しているのは確かである。それでも、戦

前日本の売春は規制されかっ問題とされることが多かったので、政府機関と廃

娼論者の両方が大量の資源を用いて、この産業に関わるヒトとカネを計算して

いる。そして、おそらくは驚くべきことなのだろうが、両者の数量的記録は、

重要な点のほとんどにおいて、一致するのである。以下では、それらの記録が

一致する場合にはそれらを用い、一致しない場合にはそのことを指摘する。

本稿の構成は以下の通りである。 Hにおいて、戦前日本の売春についての伝

統的な説明と、この産業の基本的な輪郭を概観する。固では、関連する規制の

しくみの発展をたどる。 Nl-3では、芸娼妓契約が実際にどのように機能し

たのかを問い、 N4、5で、そのような契約がなぜPそれほど一般的に用いられ

たのかを検討する。ところで、前述の売春の規制は1950年代を生き残ることが

なかったが、その崩壊の過程をVでみる。

北法44(3・203)639
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I 註

* @ 1990 Oxford University Press. Used with permission 
( 1) 19世紀のイギリスとアメリカの娼婦の合理的な自己主張の証拠が、

]udith Walkovitzの著書と BarbaraHobsonの著書の第4章にみられる。

( 2) たとえば、売春は禁止されるべきとする ShrageとPatemanと、認め

られるべき売春の形態もあるとする OkinとRadinとを比較せよ。

(3 )法的には、娼婦は自ら希望すればいつでも自由に廃業することが許さ

れていたが(後述皿 2参照)、ほとんどの娼婦は借金を完済するか契約期

間が終了するまで仕事を続けたことに注意する必要がある。たとえば、

1927 (昭和 2)年から1929(昭和 4)年の聞に、抱主の同意なく廃業し

た公娼は全体のわずか約 1%にすぎない(伊藤:213-14)。それでも、娼

婦の親も芸娼妓契約〔または保証契約〕の当事者となっていた場合(通

常はなっていた)、廃業のコストは、自分と親が消費貸借契約〔または保

証契約〕上の責任を負うことになるということだけであった。そして、

親が娘を強制的に娼婦にしたのであれば、前借金は親の手に入ったので

あり、娼婦を訴えても無意味であった。その場合、事実上、娼婦にとっ

ての唯一の本当のリスクは、抱主が親の財産を差し押さえるかもしれな

いということだけであった。そのため、虐待的な親によって無理やり娼

婦にさせられた娘たちは、廃業し、親に借金を返済させ、東京の都会の

中に無名の娘として消えていくことができたのである。たしかに、その

ような娘の将来の展望は、そのような選択をすることを怖じ気づかせる

ほど陰惨なものであったであろう。しかし、娘の意思に反して売春を強

要した親が多かったのであれば、娼婦を辞め、自ら軽蔑する職業と、そ

の職業に自分を売った親よりも、その冷たく名もない生活を選択する女

性が多かったはずである。しかし、そのような選択をする女性はほとん

とeいなかった〔ことから、親からの圧力はそれほど決定的ではなかった

と一応いえそうである〕。

〔廃娼運動の一翼を担った〕救世軍によれば、 1930(昭和 5)年に救世

軍が芸娼妓奉公という仕事から「救い出した」女性の31%は、親から娼

婦となるように勧められたと述べている(廓清1931b)。

(4 )戦前の民法では、 20歳に達した男子と未婚の女子は、自ら契約を締結

することができた(3条〔および14条))020歳未満の男女は法定代理人

の同意がなければ契約をすることができなかった(4条)。

北法44(3・202)638
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E 学者と娼婦

ほとんどの学者は、彼らが「搾取的」経済成長と考えるものを通じて、戦前

の日本の売春を説明するO たとえば、社会史学者の MikisoHaneをみてみよ

う。ジャーナリズムの報道に強く依存して、 Haneは「ますます深くなる亀裂」

が戦前の日本の貧困層と富裕層を分断していったと主張する (Hane・34)0rブ

ルジョワ資本主義者が次第に裕福になっていくのと対照的に、農民のおかれた

状況は哀愁に満ちたものにとどまり」、農民は自らが「生存のために苦闘」す

る姿に気づかされる (id.・31，27)。そして、この困窮の世界の中でも、「最も

哀れな犠牲者は、売春宿に売られた農家の若い娘たちであることが多かった」

(id.・207)とするのである。

人類学者の LizaDalbyも、「芸者」として知られる芸妓 (licensedenter-

tainer. prostitutes)を研究し、類似の主張をする。 Dalbyによれば、芸者がまと

もな生活をしていたといえるのは、普通の公娼(娼妓)の生活との比較におい

てのみである。すなわち、 r(芸者の〕生活はひどいものであったが、それでも

芸者置屋ではなくて売春宿に送られた娘たちの生活よりはましであった」

(Dalby目 222)。そのひどい生活の一因は、芸者置屋が芸娼妓契約を使って女性

をそこに縛りつけておく方法にあった。他の国の売春を研究する学者の多くと

同じく (5)、Dalbyも、日本の楼主は芸者を債務奴隷に転換するためにその契約

を操作し、当初の契約期間を超えて女性を働かせ続けたとするのである。 r(住

込の芸者〕に法外な部屋代と食費を請求し、意図的に彼女らを依存の状況に置

きつづける悪徳楼主」の民にはまり、芸者は「事実上の囚われの身」で働いた

というのである (id.:221)(6)。

事実であれフィクションであれ、そういった記事は新聞や雑誌の売上を伸ば

し、当時の記者たちはそれを最大限に利用した。ジャーナリストは無垢の女性

が強欲な抱主に編されて悪の生活に足を踏み入れ、月ごとに増え続ける借金に

よって束縛されていると報道したのである。彼らは、それはわずかに偽装され

た奴隷制度であり、政府はそれを禁止すべきだと主張したのである。現代の学

者のほとんども、この説明を繰り返すだけである。 B本の著名な法社会学者、

川島武宜さえも、娼婦は「家父長制的権力によって」強制された「一種の奴隷

である」と結論づけるのである(川島 1950: 89， 1955)。

北法44(3・201)637
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もちろん、すべてがフィクションだったわけではない。戦前の日本では多く

の家庭が貧しかった。そして、世界的な不況は日本に早い時期に強く打撃を与

え、しかも田舎が最も強くその打撃を受けたようである(7)。他に手立てもな

く、農家の女性は娼婦となり、そのほとんどは、売春宿に数年間住み込む契約

をした。彼女たちがそれとヲ|き換えに得たのが、報酬の大部分の前払いであっ

た。

高潔な産業ではなかったが、この悪は大きな産業であった。 1924(大正13)

年に、日本には許可を受けた赤線地帯が550あり、 50，100人の公娼、 11，500の

許可を受けた売春宿があった。これらの売春宿は大きな事業であり、街角のポ

ン引きとは違った。典型的な売春宿は、セックスの他に食事と酒を提供し、

15、16部屋の建物に、 4-7人の娼婦を抱え、他に 6-10人の雇い人を置い

た。それに加え、日本には77，100人の芸者がいた。許可を受けていない(した

がって非合法の)娼婦の数はそこまでは明らかではないが、信頼してよいと恩

われるある観察者によれば、その数は約50，000人であったという。当時の日本

の人口が5，970万人であったから、単純に計算すると 350人に 1人の割合で娼婦

がいたことになる。京都では150人に 1人の割合であった (8)。対照的に、近代

のアメリカでは、 650人から900人に 1人の割合であったと学者により推計され

ている (Symanski:10) 0 

売春は過酷な労働ではあったが、娼婦になった女性たちには、他に魅力的な

代替策は多くなかった。公娼の大半は、ほとんど教育を受けていなかった。公

娼は最低18歳でなければならなかったが、彼女らの半分は 4年以下の教育しか

受けておらず、 16%は一度も学校に通ったことさえなかった則。これは、小学

校(1-6学年)の学齢期の児童の99%が小学校に通っていた時代の話である

(Minami : 19) 0 技術を持たず教育も受けていないそのような労働者にとって、

魅力的な選択肢は戦前の日本にはなかった。日本は貧しかったのである。 12-

18歳の夜学の生徒を対象とした調査をみてみよう。工場労働に従事する生徒の

労働時間の最頻値 (mode)は1日10時間、商業に従事する生徒の最頻値は12時

間であった(そして、これらの生徒が夜学に通う時間を見つけることができた

ということは、他の労働者はさらに長時間働いていたことを示唆する)。全生

徒数のうち、 1ヵ月の労働日数が28日以下の者は、わずか13%である(10)。

1924 (大正13)年に娼婦は平均して 1晩に2.54人の客をとり(11)、同様に 1ヵ

月に28晩働いた 112)。売春は卑しい仕事ではあったが、他の選択肢も決して楽

北法44(3・200)636
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表 1 女工・農家・東京の公娼の平均年収

年 度 A 女工何) B 農家何) C 公娼(円) C欄/A欄 C欄/B欄

1926 (昭 1) 312 1，433 641 2.05 0.447 

1927 (~ 2) 320 1，183 658 2.06 0.556 

1928 (" 3) 322 1，361 660 2.05 0.484 

1929 (" 4) 320 1，201 554 1. 73 0.461 

1930 (" 5) 289 810 430 1.49 0.531 

1931('， 6) 260 552 406 1.56 0.736 

1932 (" 7) 245 644 388 1.58 0.602 

注意:公娼は部屋と食事を無料で与えられたが、工員の多くはそうではなかった。

資料 :A欄-1日当たりの賃金につき労働省婦人少年局『婦人労働の実状J (1952) 14頁、 1

ヶ月当たりの就業日数につき日本銀行統計局 F明治以降本邦主要経済統計J (日本銀行、

1966) 60頁。

B欄ー総務庁統計局監修・日本統計協会編 r日本長期統計総覧第4巻J (日本統計協会、

1987)統計表18-5-ao

C欄一線監官房文書課統計係『昭和七年警視庁統計一斑J (1933) 96頁

なものではなかったのである。

そして、売春は儲かる商売であった。表 1を参照していただきたい。 1926

(昭和1)年から1932(昭和7)年の問に、娼婦の平均収入は、女工の平均賃

金の179%(13)、(地主と小作農を合わせた)総農家の平均収入の53%に及んだ

のである(14)。最近、OliverWilliamson (1985 35-38)と PriceFishback 

(1986a， 1986b， 1989)は、石炭会社が衛生あるいは安全に欠ける労働条件を

提供しているときには、アメリカの坑夫がいかにして高賃金を得ていたかを論

じた。また、 ClarkNardinelliは、体罰を用いる工場では、いかにしてイギリ

スの栽が子どもに対する高賃金を得ていたかを示した。同様の論理が日本でも

妥当したのである。日本の農家の女性には様々な選択肢があり、その中でも、

娼婦としての仕事は、最も惨めで恥ずべきものであった。その仕事に就くこと

と引き換えに、彼女らは高収入を要求し、それを得たのである。働くために家

を出た、東北地方のある県の娘たちの1936(昭和11)年の標本によれば、彼女

らの平均年収は、部屋と食事が付いて公娼が884円、芸者が575円、酌婦(多く

の場合、売春を伴う仕事であった)が518円、女給(これも幾ばくかのセック

スを伴う仕事であった)が210円、その他の職業では130円であった(15)。その

ため、公娼としての仕事を得た女性よりも、それを求めた女性の方がはるかに

多かったのである。 1920(大正9)一1927(昭和 2)年に、東京で公娼となっ
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たのは、求職した女性のわずか62%にすぎなかった(中央職業紹介事務局:

381-82，草間:27-30， 36)。

公娼制度を通じて、政府はその産業内に、相互に重なり合う 3つの階層を作

り出すことに成功した。すなわち、芸者、公娼、そして私娼である。芸者は、

エンターテイナー(芸人)として許可を受け、性的サーピスを合法的に売るこ

とはできなかった。芸者は公娼よりも高い教育的背景をもってその産業に入

り、(理論上は)唄、踊り、そして機知に富んだ話術の訓練を受けた(16)。芸者

は金銭と引き換えに唄い、踊り、そしておしゃべりをしたが、ほとんどの者

(1930 (昭和 5)年の調査によれば約80%)は性的サービスも金銭と引き換え

に行った(草間:5，20 :副見:234)。

最高級の芸者のずっと下級にいたのが公娼と私娼であり、彼女らは性的サー

ピス以外にセールスポイントがなかった。遊客は、いくつかの理由から、私娼

よりも公娼を好んだ。第 1に、公娼はおそらく良質のサービスを提供するとい

う評判 (reputatio日)に資本投下をしていたと思われる。彼女らは性を合法的に

売ることができたのであり、彼女らは、そのサービスを合法的に市場に出すこ

とのできる企業で働いていたのであった。したがって、彼女らのそのような投

資は安全なものであった。対照的に、私娼は、いつ警察によってその仕事を中

断させられたり雇い主の庖が閉められたりするかを常に恐れながら働いていた

のである(17)。

第2に、公娼の方がより健康であった。許可を受けている売春宿は、少なく

とも新しく娼婦を雇う場合には伝染病に催っていないかどうかをチェックした

他、週ごとに健康診断を受けさせ、特定の診療所との問で特約を結んでいた。

医療記録には問題もあるが、当時の調査は一貫して、私娼よりも公娼の方にお

いてはるかに低い性病催患者数を示していたのである(18)。

最後に、遊客は公娼の方が肉体的にも魅力的であると考えたと思われる。ま

ず、私娼の多くは、許可を受けた売春街には雇ってもらえない女性たちであっ

た(草間:37)。また、多くの私娼は年齢が高かった。遊客は、 10代後半から

20代前半の女性を好んだと思われるが、 20代後半や30代前半の女性の占める割

合は、無許可セクターの方が許可セクターよりも高かったのである(副見:

59， 144)。

理由がどのようなものであれ、消費者選好(consumerpreference)が私娼より

も公娼にあったことは、価格が示している。 1920年代終わりには、東京の吉原
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地域における「特等J (最上級)公娼は、 1泊する場合には玉代が14-17円、

五等(最下級)の公娼の玉代は 1泊6円であったが、それと対照的に、玉の井

や亀戸地域の私娼の料金は、 1晩3-5円であった(草間:230-32， 242)。

E 註

( 5 )たとえば、 Corbin(78) (フランス)、 Harsin(293) (フランス)、 O'Cal.

laghan (13) (中国)、 Rosen(130) (アメリカ)参照。

( 6 )ただし、ほとんどの女性にとって、部屋代と食費は無料であったこと

に注意せよ。後述、 N参照。
(7)後掲表 1の農家の収入の変遷を参照。しかし、 Smethurstがその優れ

た著書で指摘するように、学者はこの貧困を誇張することが多かった。

(8 )これらの数字は、副見 (26-28，32， 50-56， 178)による。副見は1920

年代半ばの公娼と私娼の総数を 174，000人と推計している。中村

(222-23)は総数を276，000人とする。草間 (14-26) も参照。

(9 )副見 (66-68) (東京のデータ)、伊藤 (204)、草間 (100-103)参照。

公娼は法律上、最低18歳でなければならなかった。明治33年10月2日内

務省令第44号第 1条。

(10)月に 3日以上の休みのあった者は、わずか13%であった(社合事業研

究所:23-25)。これは日本銀行統計局の全国規模のデータとほぼ一致す

る。すなわち、 1926(昭和 1)年に、製造業における労働者の労働時間

は1日10.32時間、就労日数 1ヵ月 27.1日である(日本銀行統計局:

58-61参照)。また、内閣統計局 (109，122) (近似の数値)も参照。

(11) 1922 (大正11)年から1932(昭和7)年の聞の各年の平均(mean)は、

1晩1.71人(1930(昭和 5)年)を最低に、最高の 1晩3.04人 (1923

(大正12)年一一ただし、関東大震災で記録の一部が消失している)とい

う幅がある。 11年間を通じての平均は2.10人である(線監官房文書課統

計係:96)。他の推計もこれらの数字を確認するものである(東京控判大

正元年11月14日新聞841号21頁、 22頁(1ヶ月に70-100人の客)、上村

1929 : 492-501 (都市の娼婦につき近似の数字)、草間:33-34 (1924 (大

正13)年の東京で 1晩に2.54人の客))。他方で、 1913(大正 2)年から

1915 (大正4)年の聞の大阪の数字は、 1晩に0.72人から0.78人である

(上村 1918: 33-34参照)。対照的に、 Corbin(81)が引用するフランスの

許可地域を対象とした調査は、 1晩に 4-8人、あるいはそれ以上の客

という数字を示す。 Harsin(283) (フランスにつき、さらに高い数値)

参照。

(12) 1924 (大正13)年には東京の4，989人の公娼に420万人の客があった。

同年には 1晩に娼婦 1人当たり2.54人の客がいたので、娼婦の就業日数
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は年間331日だったことになる(総監官房文書課統計係:96-98)。

(13) この期間における工場労働者全体の平均年間賃金は、 1926年に554円、

1927年に632円、 1928年に657円、 1929年に666円、 1930年に650円、 1931

年に605円、 1932年に580円であった(日本銀行統計局:60， 69参照)。女

王が得たのは男性の賃金の30-40%であったといわれているが、年令・

経験・勤続年数に応じた調整を経たあとでは、その違いはほとんどなく

なったという観察がある(労働省婦人少年局 1952 : 14-17)。

なお、表 1における娼婦の収入の数字は、政府が抱主に提出を義務づ

けたデータに基づくものであり、当然、その信頼性が争点となる。しか

し、そのデータがこの産業の戦前の研究で広く報告されていたにもかか

わらず、その数字が不正確であると抗議した廃娼論者を私は知らない。

反対に、廃娼論者たち自身が、かなり似た数字を用いていた。たとえば、

伊藤 (229-30)参照。彼らの不満は、収入の額にあったのではなく、娼

婦がその収入の範囲内で生活できたのかという点にあった。後述町4参

照。なお、これらの数字は、前借金の元本充当前のものである。

(14) ほとんどの娼婦は、もちろん、収入が平均以下の家計の出身であるo

1926 (昭和 1)年から1927(昭和 2)年にかけて、農家の平均月収は

96.2円、地主の平均月収は112.5円、小作農家の平均月収は79.2円であっ

た(内閣統計局:352参照)。

(15)秋田県の統計である。宮城県の統計では、公娼が315円、芸者が337円、

酌婦が187円、女給が132円、女工が107円、女中または子守が78円であっ

た(社曾局庶務課調査係:160-61)。その雇い主は、ほとんどの場合に、

これらの賃金に加えて部屋と食事を与えていたものと思われる。これら

の資料からは標本抽出の方法が明らかでないので、秋田県と宮城県の数

字の違いからも確認できるように、これらのデータの取扱には表 1の数

字の場合よりも注意を要する。西洋における娼婦の高収入の証拠として、

Rosen (147-48)およびMustang参照。

(16) Dalby参照。ある研究によれば、芸者の92%は少なくとも小学校を卒

業しているが、公娼は、小学校6年間のうち 5年間以上を終えた者はわ

ずか42%、そして16%は全く就学経験がない(副見:66-68， 216-17参

照)。

(17) Klein & Leffler参照。私娼の禁止については、行政執行法(明治33年

6月2日法第84号)第 3条、明治41年9月29日内務省令16号第 1条参照。

(18)総監官房文書課統計係:143、上村 1918: 47参照。東京の公娼の検査

で、疾病が判明したのは、 1932(昭和7)年には全体の3.22%である

(総監官房文書課統計係:143)。陽性診断の内訳は、淋病が41.7%、軟性

下舟が26.2%、梅毒が7.6%であった(向上:144)。私娼の検査では、全

体の9.7%で疾病が判明した(同上:144)。他の統計も、公娼と私娼のこ
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の権患率の差を確認する。たとえば、 1927(昭和 2)年の政府調査によ

れば、私娼の32%が性病に握っていたのに対して、公娼で性病に催って

いたのはわずか2.1%であった(草間:288， 291)。また、別の調査によ

れば、その差はさらに大きい。すなわち、公娼の2.8%は性病または伝染

性の病気を持っていたが (1924(大正13)年)、私娼の場合には(1925-

1926 (大正14一昭和 1)年に)その数字は40%を超えていた(副見:93， 

168-69)。中央職業紹介事務局 (433-35) (近似の統計)も参照。廃娼論

者も公娼については性病，罷患率が低いことを報告している。廓清 1931a

(催患率1.82%)。

田性の規制

1 法規制

娼婦が用いた芸娼妓奉公の取り決めは、 19世紀の規制枠組に服するものであ

った。 1853(嘉永 6)年にアメリカのペリー提督が日本の開港を強制し、西洋

諸国はすぐに、混乱した日本政府に様々な「不平等」条約を押しつけた。〔そ

の規制枠組が作られたのは〕これらの条約の撤廃を決意した政府の指導者たち

が、西洋の文化と法律を少なくとも外面的にでも採用しようと画策していた

〔時期であった〕。

好機は1872(明治 5)年に到来した。マリア・ルーズ (MariaRuz)号という

名のペルー船が修理のために横浜港に入港したが、それには8年間の年期奉公

契約で雇われた231人の清国の苦力が乗っていた(J9)。その l人が船から飛ぴ、下

りて、近くのイギリスの軍艦に泳ぎついた。対応に苦慮、したイギリス船の船長

は、現地の領事館〔を通じて日本の警察署〕にその清国人を引き渡したが、の

ちにイギリス代理公使が日本の外務省に接触し、事件の処理のために外務省は

神奈川県権令を特命裁判長に任じたのである。

それは、日本の成熟度を証明するまたとない機会であるかにみえた。権令は

最良を尽くし、この国際的な人身取引が国際公法に違反すると宣言した。ペル

ーはこれに抗議したが、ロシア帝国の裁判所が仲裁人として介入し、日本を支

持した。しかし、この駆け引きは裏目に出た。審理の最中に、ペルー船の弁護

士が日本にも奴隷がいることを指摘したのである。彼は、日本の売春宿は、清
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国の苦力と何ら変わらない、自由を持たない芸娼妓奉公人であふれていると主

張したのである。

当惑した日本政府は、ただちにすべての芸娼妓奉公人を解放した。彼女らは

家に戻ってもよく、裁判所も彼女らに対する債務取立の訴訟は取り上げないと

〔の太政官布告を発〕したのである (20)。この布告を施行するために、司法省も

達を発した。

〔芸娼妓契約による)，娼妓芸妓ハ人身ノ権利ヲ失フ者ニテ牛馬ニ異ナラス

人ヨリ牛馬ニ物ノ返弁ヲ求ムルノ理ナシ故ニ従来同上ノ娼妓芸妓へ借ス所

ノ金銀並ニ売掛滞金等ハ一切債ルヘカラサル事J (明治5年10月9日司法

省達第22号第2項)

この規制はその比聡ゆえに(，牛馬きりほどき」として〕悪名高いものとなっ

たが、少なくとも要点は明確であった。女性は売春宿を去ってもよく、抱主か

らの前借金も保持しつづけてかまわないというのである。新聞は、娼婦が荷車

や人力車に持ち物を積んで、群れをなして売春宿を去る様を報道した(中村:

174)。

しかし、 1872(明治 5)年の規制は、売春を禁止するものではなかった。そ

れは単に芸娼妓(奉公)契約を無効にしただけであった。その年のうちに、大

阪府は「貸座敷」免許制度を採用し、売春が合法であることを明らかにし、他

の府県もあとに続いた。この制度の下では、娼婦は許可を受けた「独立営業

人」であって、売春宿は「貸座敷業」とされた。そして、 1875(明治8)年に

は、中央政府は年期奉公を許可することさえ決定したのである。政府によれ

ば、人身売買は違法であり、人身の抵当も同じである。しかし、これらの禁止

の後には、次のような不可思議な区別が続いた。すなわち、期限を定めた雇傭

契約を通して債務者が債務を弁済するという取り決めは合法だというのであ

る(21)。再び、芸娼妓(奉公)契約は有効となった。

2 裁判所

このように初期の混乱はあったが、世紀の変わりめには、裁判所は芸娼妓契

約の法的地位を明らかにした(22)。まず、大審院は1896年(明治29)年に、部

北法44(3・194)630



芸娼妓契約

分的にその法的地位を明らかにした。すなわち、〔芸娼妓契約のうち〕稼働契

約の部分は無効だというのである。櫛イキは娼婦として数年間働くことに合意

したようだが、娼妓廃業届書への調印を求めて提訴し、裁判所はそれを認め

た。当事者がいかなる金銭上の関係にあっても稼働契約の部分は独立の合意で

あるとしたのである。その判決は、年期奉公を禁止する1872(明治 5)年の布

告を引用して(ただし年期奉公を認めた1875(明治8)年の布告は引用しなか

った)、

「諾約者〔娼妓〕ニ於テ身健ノ自由ヲ譲輿スルノ意思アルモノト推定スル

コトヲ得ス且其思意アリシモノト仮想スルモ各人ニハ之ヲ譲輿スル権能ナ

キカ故ニ〔芸娼妓契約〕モ又他ノ一般ノ契約ト等シク諾約者ノ身健ヲ拘束

セスシテ執行ヲ遂ケ得ルモノニ限リ其効ヲ有スヘキ理ニシテ之ニ反封ノ事

ヲ旨趣トスルモノ即チ身健ノ拘束ヲ目的トスル契約ニ至テハ各人自由ノ範

圏外タル明確ニf寸法律上契約ノ効ヲ有スルモノニアラスJ (大判明治29年

3月11日民録2輯3巻50頁、 52頁)

と判示したのである。

4年後には、大審院は不満を持つ娼婦がどうすれば廃業できるかを示した。

娼妓廃業届書に抱主が調印しない限り娼妓が廃業できない場合、抱主に調印を

強制できるとしたのである (23)。坂井フタは、 30カ月間働くことに合意したが、

早期の廃業を望んだのである。裁判所は1872(明治 5)年の布告を引用し、

1896 (明治29)年の判決に言及して、すでに、長期間の身体拘束契約は無効と

するのが判例であり、娼婦が貸座敷業者の調印を必要とするのであれば、貸座

敷業者に調印を強制できるとしたのである(民録6輯2巻81頁、 82-84頁)。

稼働契約の効力を否定するにあたって、大審院はそれにともなう金銭消費貸

借契約は区別した。稼働契約を無効とするにあたって引用したのが1872(明治

5 )年の布告であったのは御愛矯である一一同布告は明示的に金銭消費貸借を

も強制できないとするものであった が、裁判所は、芸娼妓契約を稼働契約

と金銭消費貸借契約という 2つの独立の契約に転化することに成功した。前者

は無効だが、後者は有効だというのである。

消費貸借契約を有効とするにあたって、当初の判例が稼働契約と金銭消費貸

借を区別していたかどうかは必ずしも明確ではない。しかし、大審院はたとえ
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ば1902(明治35)年には、売春宿からの前借金返還請求に対して、売春は「正

経ノ職業」ではないが法的に公認された仕事であって、稼働の収益を債務の弁

済に充てるとの約定も公序良俗に反しないとしていたのである (24)。稼働契約

を無効とする先の大審院判決と合わせて考えれば、娼婦は自由に廃業できる

が、借金は返さなければならないということがいえなくもない。

そのことを明示的に示したものとして有名なのが、次の1920(大正 9)年の

請求異議事件の判決である。高橋けいは600円の前借金で出稼芸妓となったが、

3年の奉公期間満了前に廃業したようである。稼働契約が公序良俗に反して無

効であるから消費貸借も無効であるとした原審を破棄して、大審院は次のよう

に判示した。

〔本件において、稼働契約は消費貸借契約に基づく債務の弁済方法を定め

たものであるがJr債務僻済方法として締結したる契約が公序良俗に反す

るか若くは其他の事自により無効なるときは債権者は其所定の方法により

債務の録済を受くることを得ざるは論を侠たずと難も之が矯め消費貸借契

約も亦無効となり債務者は之が債務を履行するの義務なきものと謂ふべか

らずJ (大判大正9年10月30日新聞1808号11頁) (24a) 

しかし、裁判所は、ときとしてこれらとは異なる判決をすることもあった。

一方では、稼働契約を有効とした判決もあった。たとえば、ある地裁は、芸者

置屋で 6年間芸妓稼業に従事する契約をした16歳の娘の廃業を認めなかった。

「嘗時〔その娘〕は十六歳にして是より裏道習業するものなれば六年は必ずし

も長期と謂ふべからず」としたのである。すなわち、契約期間の長さと他の契

約条項が合理的であったので、置屋は契約を強制することができるとしたので

ある(横浜地判大正12年2月7日新聞2115号5頁、 6頁)(24b)。

他方で、金銭消費貸借契約さえ無効とするものもあった。一般的には、金銭

消費貸借と稼働契約は独立のものとされていたが、常にそうだったわけではな

い。たとえば、村上ヨシヱは10年間の契約で芸者置屋に入ったが、彼女は契約

期間の途中で廃業した。置屋は消費貸借契約に基づいて彼女を訴えたが、裁判

所は彼女の側についた。彼女の金銭消費貸借契約と稼働契約は不可分であると

したのである。したがって、稼働契約が無効であれば、金銭消費貸借契約も無

効であり、彼女は廃業してよいし前借金も返さなくてかまわないというのであ
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る(25)。そして、本件のように下級審がそれらの 2つの合意は不可分であると

した場合には、大審院もそれに従うことがあった (26)。

それにもかかわらず、当時の契約起草者は、どの金銭消費貸借契約を裁判所

が強制し、どれを強制しないかを知っていたと思われる。ほとんどの芸娼妓契

約には、裁判所が強制するような金銭消費貸借の合意が含まれていたからであ

る。梅津をすみのケースをみてみよう (27)。彼女は公娼として働く契約をして、

650円の前借りをしたが、前借金を完済する前の中途廃業を望んだ。裁判所は

それを認めた。長期の稼働契約は無効で、をすみが辞めたいのであれば廃業し

でもかまわない。ただし、彼女の金銭消費貸借契約は有効に残っているので、

彼女が廃業しでも、彼女とその保証人たちは、彼女の借りた額を返さなければ

ならないというのである。

同様に、清水ハルも芸者として働くことに合意し、 2，300円の前借りをした

が、契約期間の途中で死亡した。置屋は彼女の父親を保証人として訴求し、裁

判所は置屋を勝訴させた。「借主本人清水ハル死亡シ同人ノ稼高ニ依ル錦済不

能ニ陥リタルカ為メ直二本件債務ノ消滅ヲ来スモノト解スヘキ理由ナシ」とし

たのである。合意は可分であって、彼女が死んでも消費貸借契約と保証契約は

有効に存続するのである(大判昭和 6年10月23日新聞3336号10頁)。

E 註

(19) より詳しい説明と、判決、仲裁判断の完全な記録について、伊藤

(107-32)参照。また、 Stewart(Chapters 7 & 8)およびGardiner(Chap-

ter 1)も参照。〔ただし、マリア・ルーズ号事件が娼妓解放令の契機にな

ったとする定説への異論が、最近になって提出されている。大日方純夫

「日本近代国家の成立と売娼問題一一東京府下の動向を中心として一一」

研究論叢(東京都立商科短期大学)39号(1989)参照。〕

(20)明治 5年10月2日太政官布告第295号〔娼妓解放令〕第4項。売春に関

する主な省令と規制は、山本 (747-67) に所収されている。

(21)明治 8年 8月14日太政官布告第128号。中村 (171-78) および山本参

照。 1900(明治33)年に、政府は全国的な「貸座敷」制度を採用した。

山本 (372-80) で論じられている、明治33年10月 2日内務省令第44号

〔娼妓取締規則〕、明治33年9月6日警視庁令第37号参照。

(22)芸娼妓契約に関する判例法について、西村、能見、川島 1955、我妻

1923， 1955、米倉参照。当時の裁判所制度につき、 Ramseyer参照。

(23)大判明治33年2月23日民録6輯 2巻81頁。同旨、名古屋地判明治33年
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3月21日 (Murphy田 140に英訳あり)、名古屋地判明治33年 6月11日

(Murphy: 143に英訳あり)。

(24)大判明治35年 2月6日民録8輯 2巻18頁、 21頁。なお、大判明治37年

12月26日民録10輯1687頁、東京控判明治35年11月21日新聞116号10頁も参

BB。

(24a)訳注一ーなお、大判大正10年9月29日民録27輯1774頁参照。

(24b)訳注ーーなお、大判明治34年10月10日新開59号9頁参照。

(25)宮城控判大正11年4月22日新聞1986号 7頁。金銭消費貸借を無効とし

た他の判決としては、大判大正4年10月18日民録21輯1718頁〔ただし違

約金について〕、東京控判大正元年10月11日新聞852号19頁、大阪地判判

決年月日不詳・新聞947号26頁、 27頁(掲載誌大正3年 6月30日付) (お

そらく大正3年3月18日の判決である。次注の大判大正4年6月7日民

録21輯905頁参照。〕、大阪地判明治39年10月20日新聞408号7頁。

(26)大判大正4年6月7日民録21輯905頁。

(27)大判昭和3年5月12日新聞2884号 5頁、 6頁。同じ結論を示す他の判

決には、すでに引用したものの他、大判昭和13年11月22日新聞4355号 7，

9頁、東京控判大正元年11月14日新聞841号21頁などがある。

町芸娼妓契約

一般に、現代の学者は戦前の日本で行われていた売春を誤解している。これ

は戦前の芸娼妓(奉公)契約の性格を正しく把握していないためである(お)。

ほとんどの学者は、これらの契約を債務奴隷の契約として説明する。すなわ

ち、芸娼妓契約の下では、娼婦は借金を完済するまで売春宿で働き、抱主と紹

介入は、返済には時間がかからないと編して彼女らをこの産業に引き込んだ，

しかし、実はそれは嘘であって、一度女性が契約してしまえば、借金に暴利的

な高利を課し、生活用品にも法外な額を請求する;この仕組みを通して、彼女

らは恒常的に借金を抱え、商品価値のある問ずっと売春宿に囚われていた、と

こう説明するのである o ある歴史家は、結果的に「娼妓は性的奴隷として一生

を終る運命にある」とまでいう (29)。

たしかに、抱主の中には契約期間を操作する者がいたであろうことは疑いな

いし、娼婦のサーピスを買う客がいるうちはずっとその娼婦を売春宿に縛り続

ける抱主がいたであろうことも疑いない (30)。しかし、産業全体の記録をみる
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と、そうではなくて、抱主が娼婦を売春宿に縛り続けたケースは例外であるこ

とが分かるのである。まず、芸者の場合、次に公娼の場合を検討してみよう。

1 芸者の奉公

芸者奉公は、一般に一定の年数だけ働く契約であった。最頻値 (rnode)は3

年であった (31)。奉公を始めたときには、彼女らは若いので 0/4は18歳に満た

なかった(副見:208-09))、彼女らの親は常に純期待収入を最初に受け取るこ

とを要求し、 1925(大正14)年におけるその平均額は959円であった(32)。それ

と日lき換えに、置屋は彼女らに唄や踊りを仕込み、小額の小遣い(普通は収入

の10-20%) を与えたのである。

そのため、芸者の奉公契約の経済学は単純である。その女性が奉公の期間中

に、前借金に部屋代、食費そして小遣いを加えた額よりも少ない稼ぎしか得な

ければ、置屋が損失を負担し、彼女がそれ以上の稼ぎをすれば、置屋がその余

剰を得たのである。結果的に、この契約は次のことを保障する。すなわち、 (a)

(芸者置屋を含めて)誰も女性を収入に関して煽すことがないこと、 (b)どんな

に慎ましいものであれ、芸者には住む所と食事があること、 (c)最初の契約期間

が切れれば廃業することが自由であること、である(犯)。都会に子供を数年間

1人で送り出す親にとって、そういう保障は大事なことであった。

2 公娼の奉公

公娼の年齢層は〔芸者よりも〕高かったので(明治33年10月2日内務省令第

44号第 1条によって、最低年齢が18歳と定められていた)、彼女らは別の契約

内容を求めた。彼女らは最長で何年間働くという合意をし、自分の収入を把握

し、成功すれば早〈廃業する権利を留保した。 1920年代半ばには、彼女らが合

意した最長年期は通常6年間であった(34)。それと引き換えに、彼女らも純収

入の前払いを受け、契約期間が長期であるほどその額は大きくなった(草間:

208-12)0 1920年代半ばには、前借金の平均は1，194円であった(35)。

公娼の報酬〔玉割〕を計算するにあたって、売春宿はまず自分の手数料を差

しヲ|いた。一般的には、その手数料は公娼の玉代の67-75%であった。公娼は

残りの25-33%を受け取り、その額の60%を債務の元本に充当し、残額を日常

生活の費用に充てるのが通常であった。ほとんどの場合に、公娼は明示的には
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利息を支払わなかったが、それはほとんどの契約には利息条項がなかったから

である。そのかわりに抱主は、総稼高のうちの公娼の分け前〔玉割〕を計算す

るにあたって、暗黙の利率を前借金に適用していたようである。

公娼の標準的な契約では、公娼は元本を返済するか、または、最長年期を働

くことのいずれかによって、取引上の義務を果たすことができた。(分け前の

60%を借金に充当することによって)契約期間の終了前に借金の元本を完済す

れば、廃業することができたし、契約期間の終了時に借金を完済していなくて

も、廃業することができたのである。なお、ほとんどの売春宿は部屋代と食事

代を請求しなかった(お)。

3 契約のエンフォースメン卜(実現ないし強制)

単に以上のように契約が起草されたというだけではなく、通常、以上のよう

に契約は執行 (implement)された。学者は総じて、現代の非合法な性市場から

導いた仮定に立って、合法的な性市場における抱主も暴力と抑圧を用い、契約

の細部は無視したと仮定する。そして廃娼論者も、ゴロツキや不正な抱主の逸

話を詳述することがあった(37)。しかし産業全体のデータからは、そうではな

くて、抱主も通常は自分の約束を守ったことがうかがえるのである。

まず単純な計算をしてみよう (38)0 1925 大正14)年に、東京の5，159人の公

娼のところに、消費者は374万回訪れ、食事と酒の料金を別にして、 1，110万円

を使っている。この額のうち、公娼は31% (340万円)を保持した。それは公

娼 1人当たり655円ということである。通常の取り決めでは、それぞれの公娼

はその額の60% (393円)を債務の元本に充当し、残額 (262円)を個人的な費

用として手元におくことになり、最初の前借金が1，194円であるから、平均的

な公娼は3.03年で元金を完済したことになる。また、 262円 月21.8円

で生活することに彼女らが困難を覚えることもなかったはずである。何より

も、彼女らは部屋と食事を無料で得ていたのである。若年の産業労働者の月収

の最頻値 (mode)は、部屋と食事付であれば2円未満、部屋と食事が別であれ

ば15-16円であり (39)、成人の工場労働者(一般的に部屋と食事は別)の平均

月収は1925(大正14)年には47円だったのである (40)。

第2に、公娼が後から負った借金〔追借金〕について考えてみよう (41)。現

代の学者は決まって、抱主は娼婦の借金を増やし続けることによって、彼女ら
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を売春宿に縛りつけたと主張する。たしかに、 1925(大正14)年には、東京の

5，000人余りの公娼の92%は、最初の前借金とは別にいくらかの未払の追借金

を抱主に対して負っていた。しかし、 37%は追借金の200円以下が未払いなだ

けであり、 19%はわずか200-400円が未払いなだけであった。公娼は最初に約

1，200円も借りていたことを想起されたい。その額の1/3以上の未払の追借金を

負っていたのは、公娼の半分に過ぎず、1.000円以上の未払債務を負っていた

のはわずか 5%に過ぎなかったのである。

さらに重要なのは、売春宿で長く働いている娼婦ほど、未払いの追借金を抱

えている率が低かったということである。再び5，000人余りの東京の公娼をみ

てみよう。契約の 1年目にある者のうち、 1，484人にはいくらかの追借金があ

った。 3年目の者でそのような借金を抱えているのはわずかに703人、 6年目

の者のうちでは、その数はわずか84人であった。言い換えれば、一度新しい仕

事に慣れてしまえば、節約の仕方を覚え、借金を返済できたのである。ほとん

どの娼婦は、最初の前借金の他に借金をしたが、それは仕事に就いて早い時期

に借りたものであり、完済も速かったといえる。

表2 東京の公娼 (1925(大正14)年) 第3に、表2の、東京の公娼の

年齢

18-20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28-29 

30-34 

35-39 

40-

人数

1.104 

737 

632 

631 

515 

423 

330 

254 

306 

185 

29 

6 

年齢分布をみていただきたい。法

律上、女性は18歳になるまでは公

娼になることができず、ほとんど

の娼婦(全てではないが)は18歳

から21歳の間に売春宿で働き始め

ている (42)。しかし、 21歳を超え

ると、稼働している娼婦の数は安

定的に減る。もし売春宿が、当初

の6年間の契約期間を超えて娼婦

を雇い続けるために借金を操作し

資料:副見喬雄『帝都に於ける貰淫の研究』博 ているのであれば、それぞれの年
文館 (1928)58 -59頁。

齢層で稼働している公娼の数は20

代後半に至るまで一定のはずである。なのに、表2は安定した減少傾向を示し

ているのである (43)。表2が、 1つのコーホート (cohort、集団)の歴史を示

すものというよりも、 1925(大正14)年における複数の年齢コーホートを示す

ものであるのはたしかである。しかし、東京の公娼の数は比較的安定していた
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ので(1916(大正 5)年に5，188人、 1925(大正14)年に5，144人)、これらの

数字は特定の年齢コーホートにおける長期的な自然減をほぼ表しているといえ

よう(副見:45)。

別のデータがこの点をより直接的に裏付けている。 1920年代はじめにおいて

調査対象となった42，400人の公娼のうち、 11，400人 (27%)が働き始めて 1年

未満であり、 16，200人 (38%)が2、3年目、 10，400人 (25%)が4、5年目、

3，100人 (7%)が6、7年目、 1，300人 (3%)が7年を超えて働いている。

言い換えれば、 4、5年目まで働く娼婦の平均数 (5，200人)は、 1年目の娼

婦(11，400人)の半分に満たないのである (44)。同様に、この産業への参入と

撤退をみてみよう。 1922 (大正11)年に、 18，800人の女性が公娼として登録

し、 18，300人が登録を抹消した。 50，000人ほどの労働力のうち、毎年約1/3が

回車え(turnover)しているのである (45)。

したがって、最も基本的なポイントは、最初の契約期間を大幅に超えて娼婦

を売春宿に縛りつけるために、抱主が芸娼妓契約を操作するようなことが大規

模に行われたということはなかったということである (46)。女性は、一生懸命

に働けば早く廃業することができると理解して、限られた年数だけ娼婦として

登録をしたのである。そうして多くは早くに廃業し、残りの大半は、契約期間

の終了とともに廃業したものと思われるは7)。

たしかに、娼婦は性産業に参入するにあたって固定費用 (fixedcost) (評判上

の損失 reputationalloss) を負うため、多くの娼婦は再登録するはずであると

も考えうる。つまり、一度娼婦として働けば固定費用は埋没(sink)してしまう

ので、収入が一定しているのであれば、多くの娼婦にとって性産業にとどまっ

た方が利益なはずであった。しかし、娼婦の収入は年齢を重ねるにしたがって

減少していったのである(草間:207)。その結果、再登録する価値があると考

えたのは、最も稼ぎが多く、仕事への抵抗の小さかった少数の娼婦たちだけで

あった。残りの大半は廃業したようであり、そのことから、彼女らは娼婦の仕

事を、以前よりも賃金が低くなってまで続けるのに値する仕事だとは考えなか

ったといえそうである。

4 支配と信用供与

なぜ抱主と娼婦が長期間の芸娼妓(奉公)契約を用いたのかを説明するため
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に、現代の学者は債務奴隷の他に、 2つの仮説を提示する。第1は、その契約

によって抱主は娼婦を支配することが可能になったからという仮説と、第 2

に、信用 (credit)を必要とする農民が、その契約によって借金をすることが可

能になったからという仮説である。たしかに、芸娼妓契約によって実際に信用

供与がなされ、実際に娼婦が束縛されることが多かったとしても、どちらのテ

ーゼも、なぜ許可を受けた売春宿と娼婦がそのような契約を広範に用いたのか

の適切な説明にはなっていない。

(1) 支配

抱主が娼婦を支配するために芸娼妓契約を使ったのだとすれば(倒、川島

1951)、それは直接的な方法の選択でもないし、まして、最も効率的な手段の

選択でもなかった。 AがBに多額の預金をしたとしよう。 BはAの現金を持っ

ているので、 BはAを束縛することができる。現金を引き渡すことによって、

AがBに対して弱い立場に立つのである。 AがBに対して支配力を得るのでは

ない。銀行のことを考えてみよう。銀行は借主に融資をすると同時に、借主の

事業に支配力を行使する。しかし、銀行は融資をすると立場が弱くなるからこ

そ、それと引き換えに支配力を獲得するための取引をするのである。融資をす

ることによって支配力を得られるから融資をする、ということではない。同様

に、娼婦に数年分の賃金を前払いすることによって、売春宿は、娼婦に対する

約束を守らざるを得ない立場に立たされるのである。その逆ではない(48)。

より根本的には、もし抱主が娼婦を支配しようとしたのであれば、はるかに

直接的で強力な方法が他にあったのである。最も明らかなのは、抱主は娼婦た

ちに売春宿に(たとえば収入の一部を)預金させることができたことである。

ところが、彼らがやったのはその逆で、自分たちが娼婦に預金したのである。

〔娼婦に〕保証金の支払いを要求することの前例には事欠かなかったはずであ

る。たとえば、当時の繊維工場の中には、従業員の賃金の一部を常に保留して

いるところがあった。従業員は契約期間を勤めあげて、初めて保留されていた

額を受け取ることができたのである。もし契約に違反すれば、彼女らはその額

を失った(村上 1971: 135)。アメリカの年期奉公人も同様に、奉公期間の終

了時に「自由報酬 (freedomdues) J と呼ばれる、多額の一括払いを受けていた

(Engerman 1986: 268-69)。奉公人が契約で定めたことをきちんと完了して

初めてその報酬を支払うことによって、雇い主は奉公人に対して、辞めたり怠
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けたりしないインセンテイヴを与えていたのである。日本の抱主が被用者を支

商己しようとしたのであれば、そのようなシステムを使うことは難しくなかった

はずである。しかし、そのようなシステムが使われることはなかった。

(2) 信用供与

娼婦が信用の供与を得るために芸娼妓契約を用いたという考えの方が、より

理に適っている。世界的な不況、凶作、繊維市場の暴落のために、おそらく戦

前の日本の農家は食べる物にも困っていたと思われる。譲渡できる財産を持た

ないために、何も売ることができなかった。担保として提供できる財産も持た

ないために、借金をする方法もなかった。他に現金を入手する手立てがなく

て、女性は身売りをし、親は娘を売ったのである。言い換えれば、農家は信用

市場の失敗を克服するために芸娼妓(奉公)契約を用いたというのである。一

見、この仮説は成立するかのようにみえる。また、それが正しければ、売春以

外の分野での奉公契約と整合的に、芸娼妓(奉公)契約を説明することができ

る(49)。

信用供与を求めた農家に対して売春宿が信用を供与したことは疑いない

が(50)、信用市場の失敗によっては、なぜ売春宿と娼婦が長期間の芸娼妓(奉

公)契約をそれほどまでに広範に用いたのかを説明できない。第 1に、上述し

た通り、裁判所は長期間の稼働契約を強制することを拒絶したのである。その

ため、芸娼妓契約は金銭消費貸借契約を強制する他の手段(担保、保証など)

の代わりにはなりえず、基本的な信用市場の失敗を緩和しえなかったはずであ

るO 売春宿がある女性を1.200円の前借金で抱え、 2カ月後には彼女が廃業を

望んだとしよう。その場合、消費貸借契約に基づく請求をすることは可能だ

が、その女性を法的に強制的に働かせることはできない。裁判所が稼働契約の

強制を拒んでいるために、芸娼妓契約は無担保融資とその安全性において大差

がなかったのである。結果的に、抱主は差し押さえることのできる財産を持つ

家族からしか娘を抱えようとしなかった (Murphy:119.132)。他のところか

ら融資を受けるために必要な財産を持たない家族は、娘が芸娼妓奉公の口をみ

つけることができると期待すべき理由を持たなかった。 1896(明治29)年に大

審院が稼働契約を無効としたことは、明らかに、最も貧困な女性たちが現金を

入手するために芸娼妓(奉公)契約を用いることの妨げとなったのである (51)。

第2に、多額の融資が必要なために農家が長期契約を求めているのだとすれ
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ば、農家は許可された売春宿や芸者置屋以外の雇い主に対しでも同じ要求をし

ていたはずである。しかし、長期の奉公は、売春宿や置屋以外では稀だった。

たとえば、戦前の日本における女性の最大の雇い主である繊維会社をみてみよ

う。繊維会社は1925(大正14)年に全部で751，000人の女性を雇傭し、ひとつ

の工場あたりの平均労働者数は69人であった(福岡地方職業紹介事務局:55)。

それと対照的に、売春宿の最頻値 (mode)は、抱えている娼婦がわずか 6人、

芸者置屋の最頻値は芸者が 1人というものであった(52)。したがって、繊維会

社は、売春宿や芸者置屋よりもより効果的に信用リスクを分散させることがで

きたはずである。そうすれば、信用供与と数年分の労働を交換しようと思って

いる農家にとって、繊維工場の方が売春宿よりもより受け入れやすかったはず

である。しかし、実態はそうではなかった。工場が前借金を提供した場合に

は、それは比較的短期の契約期間で、比較的小額の前借金だったのである一一

労働者の旅費と引越費用をまかなうには十分だったと思われるが、おそらくそ

れを大きく上回る額ではなかったであろう。

たしかに、売春宿に奉公した女性は、他のところに奉公した女性よりも多額

の前借金を受け取ったであろうが、それは他の肉体労働よりもセックスの方が

払いが良かったからである。しかし、それだけでは、なぜ売春宿で長期の芸娼

妓(奉公)契約がそれほどまでに一般的で、他のところでは稀だったのかを説

明できない。性産業なら高賃金が得られるからといって、それが最下層の女性

の大多数が娼婦になる誘因になったわけではないのと同じように、多額の融資

があっても、それが信用の不足に悩む女性の大多数にとって娼婦になる誘因に

なることはなかったはずである。言い換えれば、もし信用供与が長期の芸娼妓

(奉公)契約の動因なのであれば、さまざまな種類の雇い主がそれを提供して

いたはずなのである。そうであれば、信用の不足に悩む女性の中には、多額の

前借金に魅かれて娼婦になった女性も少しはいたかもしれないが、ほとんどの

貧しい女性が高賃金にもかかわらず売春は避けたように、多くの女性が選択し

たのは、そこまでは堕ちていない職業と、その職業において貸してもらえる小

額の前借金だったはずである。それにもかかわらず、長期の芸娼妓(奉公)契

約は公娼の聞ではほとんど普遍的といってもよく、芸者の間でも普通であった

が、工場労働者の問ではそうではなかったのである (53)。
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5 信じられるコミットメント (credlblecommltmentsl 

売春宿が娼婦に対して支配力を持ちたがったという仮説も、多くの農家が信

用供与を必要としたという仮説も、抱主と娼婦が長期の芸娼妓(奉公)契約を

用いることが、なぜそれほどまでに多かったのかについて、満足のいく説明を

与えない。そこで、以下では、彼らが芸娼妓契約をしたのは、 (a)r信じられる

コミットメント (crediblecommitment) J の必要性 (Williamson1983， 1985 : 

Chapters 7 & 8 ; Lee & Png参照)と、 (b)法的コストの効率的配分に関連する

理由からであった可能性を検討する。

(1) 契約締結時の問題

性産業に参入しようとする女性は、ここで取り上げるべきいくつかの問題に

直面した。第1に、産業に参入することによって、自分と家族の名をひどく機

すことになる。このステイグマのために、女性がこの職業に就くのは、予想さ

れる総収入がこの「評判上の損失(reputationalloss) J を少なくとも補償する

に足る場合に限られた。もちろん、その損失の過大評価もありえる。他の条件

が同一であれば、その損失の最も小さい女性たちが、最も多くこの職業を選ん

だはずだからである。現に、ある調査(稼働契約に違反して廃業した300人の

公娼を対象としたもので、無作為に抽出された標本 (iandomsample)ではな

い)は、元娼婦は必ずしも社会から見捨てられていたのではないことを示して

いる。 29%が親元に戻り、 12%が女工となり、 5%は会社員としての職を見つ

け、残りの多くは看護婦手伝などのような「正業」についたのである (54)。し

かし、当時の文献のほとんどは、娼婦は芸者として許可を受ければかろうじて

敬意を払われたとしても、それ以外であればそのような評価を全く諦めてしま

ったとする。世紀の変わりめのある洞察的な(そして、一般的には道徳的な主

張をすることの比較的少ない)東京の観察者が、日本の資料を引用しつつ、お

そらくは一般的な了解と思われることをうまく捕らえている。すなわち、元娼

婦は「貞操の徳に反し、若さの華を悪徳の生活の中で浪費し、女性としての暗

みに慣れていないために、彼女らの将来は決して明るいものでも確かなもので

もなかったJ(de 8ecker: 248) 0 

第2に、娼婦になろうとする者は、その産業でいくらの収入を得られるかに

ついて信頼できる情報をほとんど持たなかった。そのうえ、ステイグマは産業
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に参入することによって付着したので、それらの女性には自分の市場「価格」

を知る簡便な方法はなかった。そして老化の過程の不確実性ゆえに、自分の現

在の価格を知っていたとしても、その後それがどれだけ速く下落するか、知る

方法はなかった。

第3に、娼婦になろうとする者は、自分の人的資本を分散させることができ

なかった。それらの女性にとっては、自分自身が最も価値ある財産であり、そ

れは生じうるリスクを簡単に分散させることのできない財産だったのである。

他方、抱主は別の諸問題に直面した。抱主にとっては情報とリスク分散が問

題なのではなかった。第 1に、抱主は性サービスの市場について、新人よりも

はるかに良質の情報を持っていた。したがって、ほとんどの場合、新人の女性

が自分の収入を予測するよりも正確に、その女性がいくら稼げるかを予測する

ことができた。第2に、抱主は投資を分散させることができた。娼婦の人的資

本に投資する(娼婦の数年分の労働力を買う)場合には、同時に複数の娼婦と

契約することによって、投資リスクの多くを除去することができたのである。

それに代えて、抱主の問題は、信用性 (credibility)にあった。抱主は金銭を

約束することによって若い女性を集めたいと願ったが、将来の収入についての

自分たちの約束を信用できるものにすることがなかなかできなかった。なぜな

らば、抱主は、新人となるかもしれない女性の収益力についてその女性よりも

良い情報を持っていたが、嘘をつくインセンテイヴも持っていたからである。

彼らは女性に対して、確実なそして重大な評判上の損失を被ることを要求して

いたのであるが、それと交換に与える収入は、良くてもリスクが大きいもので

あったし、それを誇張する相当なインセンティヴもあったのである。たしか

に、女性のする投資は、特定の売春宿に固有のものではなかった。しかし、そ

のことはここでは問題ではない。一度抱主が女性の市場収益力を誇張して女性

をこの産業t:::iJlき込んでしまえば、その女性は別の売春宿に移っても自分の立

場を良くすることにはならなかったからである。

(2) 出来高払制 (piece-rate)と定額払制 (flat-rate)の契約

これら、情報の非対称性と約束の信用性の問題によって、抱主と新人との問

で出来高払制(生産性に基づく)契約をする可能性が封じられた。出来高払制

契約が可能であれば、それはこの産業の問題のひとつの基本問題を解決したで

あろう。すなわち、基本的には惨めな仕事に対して、いかに新人を勤勉にさせ
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うるかという問題である。しかし、残念ながら、出来高払制契約は、新人が必

要としている保証 (assurance)を与えるものではなかった。女性たちは、娼婦

としての収入が他のところで得られる収入を上回る差額が、娼婦となることに

伴うステイグマや恥辱を相殺するに足るだけの額であることを一一産業に参入

する前に一一知りたいのである。それは、しかし、出来高払制契約では達せら

れないことであった。

定額払制の賃金も、この問題の解決にはほとんど役立たない。明らかに、そ

れは娼婦たちに楽をするインセンティヴを与えるものであるが、それは同時

に、約定の賃金よりも収益の少ない従業員を解雇したり、生産性の比較的高い

労働者も需要の落ち込んでいる時期には解雇する(あるいは賃金カットに同意

しなければ解雇すると脅かす)インセンテイヴを抱主たちに与えるものであっ

た。時間の経過とともに自分の生み出す収益が減るであろうことを娼婦は予想

できるから(草間:207)、この問題は特に深刻であった。つまり、娼婦は自分

が最初に被った評判上の損失を回収する機会がある前に抱主に解雇されるかも

しれないという心配をしなければならなくなるのである。

(3) 期限付契約と契約締結ボーナス (sign-on-bonus)

娼婦は大きな初期固定費用 (initialfixed cost)を負うので、抱主はその国定

費用の大部分を回収するのに十分な期間娼婦を雇傭するという約束を信じられ

るものにできなければ、新人をうまく集めることができなかった。簡単にいえ

ば、抱主は 1日あたりの賃金の最低額保証だけでなくて、総賃金の最低額保証

も約束しなければ、新人を集めることができなかったのである。そのため、抱

主は娼婦に賃金の最低額保証とは別に、最短契約期間も保証しなければならな

かった。しかし、そのような期間保証があったとしても、信用性の問題は残

る。抱主が一定の期間新人を雇うという約束を信じられるものにするために

は、その新人の収益が契約した賃金を恒久的に下回ることになっても、抱主は

その女性を雇い続けることを約束できなければならなかった。しかし、そのよ

うな約束を信じられるものにすることは、ほとんどの抱主にとっては簡単なこ

とではなかったo

契約締結ボーナス (sign-on-bonus)は、信用性の問題をいくらかは緩和でき

たはずである。つまり、抱主は娼婦の評判上の損失の大部分を相殺するのに十

分な額を前払いすることができる。しかし、そのような仕組みでは、娼婦にそ
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の額を着服して廃業し、競合する売春宿に移るインセンティヴを与えることに

なる (55)。抱主と娼婦が必要としていた契約は、最低限の総報酬パッケージを

信じられるような形で約束しながら、同時に娼婦に辞めるインセンティヴを与

えないような契約だったのである。

(4) 芸娼妓(奉公)契約

芸娼妓(奉公)契約 (N2参照)は、これらの問題の多くを軽減するもので

あった。芸娼妓契約の下では、抱主は娼婦に日給の最低額、すなわち前借金と

部屋代と食費を最長年期で除した額を保証した。それは娼婦に勤勉になる一一

すなわち早く廃業するために働く インセンテイヴを与えるものであった。

それは娼婦に、最低限の総報酬パッケージー前借金と部屋代と食費ーを保

証するものでもあった。そして、〔中途廃業する場合には〕まだ返済していな

い前借金の残額を返さなければならないという条件によって、〔娼婦に中途で〕

廃業したり転籍したりしないインセンティヴを与えた。

それだけであれば、〔前借金を伴なう〕奉公契約でなくても、最低日給、成

績に応じたボーナス、そして最短契約期間の保証を組み合わせることによって

達成できる。しかし、芸娼妓(奉公)契約は、そのような仮説上な契約と、あ

る1つの決定的な点において違っている。芸娼妓(奉公)契約の下では、抱主

は娼婦の収入の大部分を前払いしており、そのことによって紛争が発生した場

合に法制度を発動させる負担を、自らに配分しているのである。

そして、紛争において法制度を発動させるコストを負担することに合意する

ことによって、抱主の約束は信じられるものとなったのである。なぜなら、信

用性は法的コストの負担から引き出せるからである。先の仮説上の最低日給・

ボーナス・最短期間を定めた契約で紛争が生じた場合(例、抱主が契約に背い

て約束した賃金を支払わない場合)、約束された賃金を回収するために法機構

を発動させなければならないのは娼婦である。これは、抱主が約束された報酬

を全額支払っていないからである。対照的に、芸娼妓(奉公)契約の下で紛争

が生じた場合、法制度を発動させなければならないのは、すでに娼婦の3-6

年分の賃金を支払ってしまっている抱主である。結果的に抱主は、約束した賃

金を娼婦に前払いしようとすることによって、その報酬を支払うという約束を

信じられるものにしたのである。法制度の利用が無料であれば、前借金を用い

ても信用性が増すということはない。しかし、法制度の利用は無料ではないの
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である。日本においても、アメリカにおいても、「占有は 9分の強み (posses-

sion is nine parts of the law) Jである。ほとんどの農家にとって法制度はよく

分からない、恐れ多いものであったろうから、彼らに対して信じられる約束を

する最も直接的な方法は、即金で前払いすることであった。

また、芸娼妓(奉公)契約によって抱主の約束が信じられるものになっただ

けでなく、法制度を発動させるコストが効率的に配分されたことにも注意を要

する。当事者は一般的に法の影の下で交渉する (bargainin the shadow of the 

law)ことを想起されたい(56)。そのため、紛争が起これば、抱主か娼婦かのど

ちらかが法制度を発動させる(または発動させると脅かす)ことになる O した

がって、効率的な取引は、最も安価に法制度を発動させることのできる当事者

にその負担を負わせるような取引である (57)。ほとんどの抱主は繰り返しプレ

イヤー (repeatplayer)であるから、司法機構を扱うのに必要な情報と法的能力

に投資することができた。対照的に、娼婦とその親の大部分は教育も知識もな

く、単発的プレイヤー (one-shotplayer)であって、抱主と比較して、法制度を

どのように使えばよいかを学習することがコスト面で効率的なことはあまりな

かった。このコストの非対称性ゆえに、当事者たちはコース (Coase)が予測し

たことを行った。すなわち、取引費用(ここでは法制度を活用する費用)を最

も安価に負担することのできる当事者に、それを負担させているのである。芸

娼妓契約の下では、娼婦が契約に背こうとすれば、抱主は借金を回収すること

ができた。しかし、抱主は契約に背こうにも、娼婦はすでに現金を手にしてい

るのである (58)。

ν 註
(28) 実際に行われていた契約については、伊藤 (221-28)、斎藤、草間

(170-204)、中央職業紹介事務局 (392-400)参照。

(29)村上 1972(50)参照。似た説明は、たとえば山本 (391-92)、米倉59

号 (41)、吉見 (31-36) にもみられる。これらの叙述を「証明する」た

めに、廃娼論者たちは、契約に違反して廃業した娼婦たち一一無作為に

抽出された標本 (randomsample)ではなくてーーを対象とした調査に依

拠する。たとえば、伊藤 (301-07)参照。

(30)借金を完済するまで働くという契約書の例として、伊藤 (227)、草間

(170-78)参照。また、たとえば、大判明治35年2月6日民録8輯 2巻18

頁、 20頁、伊藤 (230-31) (債務超過の娼婦の 4か月間の収入と支出)、
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伊藤 (301-07) (複数の標本において娼婦の借金が増えていったとする廃

娼論者のデータ)、中央職業紹介事務局 (428-32) (多額の支出)。

(31) 1925 (大正14)年に調査対象となった6，603人の前借金のある芸者のう

ち、1.5%が1年契約、 4.6%が2年契約、 29.0%が3年契約、 28.5%が

4年契約、 13.9%が5年契約、 22.5%が6年以上の契約をしていた。中

央職業紹介事務局 (414)および草間 (214-15)参照。

(32)中央職業紹介事務局 (412-13) (別の調査も平均は955円という結果を

示す)参照。草間 (205-06) も参照。最頻値は1，000 -1 ， 200円であった

(草間:215)。

(33) この契約は「丸抱え」の契約として知られ、性を売った芸者の間では

最も一般的な契約であった(草間:5) 0 東京の全芸者の約60%がこの契

約類型を用いた(向上:5)。その他の芸者契約の類型も含め、副見

(237-43)、樋口 (45-50)、草間 (2-5)参照。

両親への支払いとヲ|き換えに、娘が芸者置屋の「養子」となることも

あったが、裁判所は一貫してそのような養子縁組を無効としていた。た

とえば、東京控判大正2年10月9日新聞907号24頁、東京地判明治45年7

月5日新開802号17頁参照。

(34)中央職業紹介事務局 (414-15) (公娼の79.4%は 6年間の奉公契約をし

た)およぴ草間 (211) (公娼の73.0%は6年間の奉公契約をした)参照。

これ以上長期の契約は認められなかったようである。伊藤 (220)参照。

(35)副見 (70)参照。最頻値は1，000 -1 ， 200円であった。中央職業紹介事

務局 (412-15) (2つの調査を引用し、 1925(大正14)年の平均を 1つは

1，222円とし、もう Iつは1，018円とする。)および草間 (206) (向上)も

参照。当初は、衣類、ふとん、生活雑貨、紹介業者への手数料などの費

用として200-300円を差しヲlく慣行〔不身金〕があったが、やがて、親ま

たは娼婦が前借金を全額受け取り、追加的に先の費用を借りるというシ

ステム〔帳貸〕に産業全体が移行した(草間:213)。不身金で準備した

物の典塑的な価格につき、草間 (260-63)参照。紹介業者の平均的な料

金は、 1926(昭和 1)年には前借金の8.5%であった(中央職業紹介事務

局:400)。

(36)徳監官房文書課統計係 (96) (収入の総計のデータ)、副見 (97-99.

220) (契約期間)、大久保 (246-47) (同上)、草間 (283) (向上)、伊藤

(229) (稼高の配分)、副見 (115-16) (費用)参照。

(37) たとえば、 Murphy参照。 deBecker (186-88) (詐欺的な簿記)も参

照。しかし1928(昭和 3)年には、廃娼論者の中にも、借金を完済して

いなくても公娼が契約期間終了前に廃業することは比較的簡単になって

いたとする者がいたことには注意を要する。そのような廃娼論者は、無

許可の売春宿の場合についてのみゴロツキの危険を指摘していた。石島
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参照。

(38)数字はすべて線監官房文書課統計係 (96，98) による。草間 (227-28)

(同じ数字)参照。

(39)社曾事業研究所 (53)参照。数字は12-18歳の者を対象とし、 1935

(昭和10)年のものである。比較のために挙げれば、工場労働者の平均的

な1日の賃金(成人の男女)は1925(大正14)年には1.75円で、 1935

(昭和10)年には1.88円であった。日本銀行統計局 (68)参照。

(40) 日本銀行統計局 (60，68) (1日1.746円で27日間;1925 (大正14)年)

参照。 1926-1927(昭和 1-2)年に、日本の労働者階級の家計は、支

出の40%を食費にあて、 16%を住居費にあてていた。内閣統計局 (353)

参照。政治経済研究所(7) (1930年代半ばについての近似のデータ)も

参照。 1926(昭和 1)年には、男性は工場労働で 1日2.35円を得、女性

は1日0.96円を得ていた。労働省婦人少年局 1952 (14)参照。内閣統

計局(130) (男性2.10円、女性0.88円;1924 (大正13)年)も参照。

(41)データは副見(122-23)による。中央職業紹介事務局 (433)および草

間 (280) も参照。芸者についてもほぼ同じことがいえる。 1926(昭和

1 )年に、追借金のある東京の2，554人の芸者を対象に行われたある調査

によれば、 63%が200円以下の追借金、 22%が200-400円の追借金であっ

た。 1，000円以上の追借金のあった者は、わずか0.7%であった。草間

(258-59)参照。

(42)明治33年10月2日内務省令第44号第 1条(最低年齢)参照。表2の典

拠である副見は、 18-20歳の聞の年齢、分布の内訳を示していない。しか

し、 1925-26(大正14一昭和 1)年のある10カ月間に、 494人の女性が公

娼として新吉原地域で登録している。これらの女性の、 24%が18歳、

17%が19歳、 13%が20歳、 14%が21歳、 7%が22歳、 6%が23歳、 5%

が24歳、 5%が25歳、そして10%が25歳を超える年齢であった(上村

1929 : 545-46、車問:122-23参照)0 これらの登録率を用い、 20歳より前

に廃業する者はいないと仮定すれば、(きわめて大雑把に)表2にあらわ

れた18-20歳の1，104人の女性の内訳を、 18歳が223人、 19歳が380人、 20

歳が501人と推計することができる。

(43)他の資料もこのデータを裏付ける。草間 (136-38)参照。売春は20代

前半の女性が数年間だけ従事する過渡的な職業であったという考えは、

他の社会の売春の研究とも合致するものである。 Walkowitz(19)および

Hobson (86-87)参照。それはまた、他の職業に就く日本人女性の経験と

も合致する。たとえば Saxonhouse(98)は、戦前の日本の繊維工場で働

く女性は、平均して 2年間しかそこで働かなかったという。

(44)伊藤 (208-11)参照。 5，734人の公娼を対象にした別の調査では、 29%

が1年未満、 36%が1、2年目、 26%が3、4年目、 8%が5、6年目、
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そして 7年以上働いているのは 2%である(草間:281) 0 

(45) 山本 (388)参照。伊藤 (211-13) は、主に1923(大正12)年のデータ

を用いながら、方針を示さずに他の年のデータも混ぜているために信頼

性がやや劣るが、彼によれば、 1年に13，500人が登録し、 11，000人が登

録を抹消をしたという。上村 (62，184-87)によれば、大阪での新規登

録の1/3は、本当の意味での新人ではなくて、主に他の街から移ってきた

娼婦か、新しい奉公契約の下に再登録した娼婦であるとする。もし、上

村に従って、山本のいう 18，800人の登録者の1/3が本当の新規登録者では

ないとすれば、この産業の 1年間の回転率は約1/4ということになる。一

般的に、借金を残して自由廃業をする公娼は、わずか 1%程度にすぎな

かった(伊藤:211-13)。

(46)一般的にいわれているほどには売春宿が娼婦を搾取していなかったと

いうことは、われわれにとって全くの驚きというわけではない。何より

も、売春宿は競争的な市場における繰り返しプレイヤー (repeatplayer) 

だったのである。娼婦を比較的公平に扱うという評判 (reputation)を形成

できれば、彼らはより安価に新人を集めることができる。なかには、地

方警察署が認可した標準契約書を用いることによって、新人を安心させ

る宿もあったのである。大判昭和13年11月22日新聞4355号 7頁、 8頁参

日召。

(47)大阪の公娼を対象とした調査で、上村 (62，184-87) は、年間18，800

人の登録者のうち、1/3は再登録であったとする。別の調査は、契約期間

が終了した公娼が私娼として働く例はごく少数であるとする(副見:

147)。

(48)娼婦が中途廃業した場合の違約金を定める契約もあったが、裁判所は、

そういう違約金条項を強制しないことが多かった。中には、そのような

条項こそが、金銭消費貸借契約全部を無効とする理由でありうるとする

判決もあったのである。たとえば、大判大正10年 9月29日民録27輯1774

頁、 1780-81頁参照。

(49) たとえば、 Cloud& Galenson， Emmer， Feeny， Galenson， Grubb 1985， 

1988， Popkin (54)参照。しかし、信じられるコミットメント (credible

commitme叫(後述、 N5)の必要性が、国際的移民における奉公契約の
使用の説明を助けることができるかもしれないことに注意。労働者は別

の固に移転するための固定費用を支出しており、紹介入の方はその国に

おける機会について優れた情報(そして嘘をつくインセンテイヴ)を持

っていた。その結果、紹介入は移民することの便益についての約束を信

じられるものにするために、労働者の賃金の大きな部分を前払いしてい

たとも考えられるのである。

(50)所轄警察署で娼婦として登録する場合、女性はその理由を述べること
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を要求され、ほとんどは貧困と答えた。しかし、このことは何も意味し

ない。彼女らが別の理由を書けば、警察は登録を不許可としたからであ

る。中央職業紹介事務局 (390)および草間 (32-33)参照。それでも、

ほとんどの娼婦は実際に下層階級の出身であったようである(草間:

47-75参照)。

(51)たしかに、廃娼論者たちは、女性が契約に違反して廃業しようとする

のを、ゴロツキや汚職警察官が暴力によって阻止したと主張することが

ある O たとえば、伊藤 (308)参照。しかし、ここで若干の注意が必要で

ある。第 1に、抱主が女性を売春宿に 6年間ずっと居続けさせるために

芸娼妓契約を操作したということはなく、むしろ多くの女性に 2、3年

で廃業するのを許していたことが証拠によって示されている。少なくと

も女性が前借金を完済すれば、抱主は法律に従っていたようである。前

述N3参照。第 2に、抱主がこれらの非合法な手段で芸娼妓契約を強制

することができたのであれば、(司法制度へのアクセスには疑問のある)

無許可の売春宿も同じく〔前借金を〕提供していたはずである。しかし、

実際には、無許可の売春宿が前借金の提供をすることはほとんどなく、

仮に提供したとしても、それは許可を受けている売春宿よりもずっと小

さな額であった。中央職業紹介事務局 (413)、警視庁 (509-10)、草間

(216-17)参照。第3に、 1920年代までには、公娼が契約条項に反して廃

業することは比較的容易になっていたと、他の廃娼論者が報告している。

これらの廃娼論者は、ゴロツキの危険は無許可の(したがって非合法の)

娼婦仁ついてのみ述べているのである。石島参照。

(52)副見 (50-51，203-04) (東京のデータ)参照。東京では、娼婦が1人

だった売春宿は 4軒であり、最大の売春宿2軒にはそれぞれ21人の娼婦

がいた。売春宿の66%には 4-8人の娼婦がいた(同上:50-51)。また、

10人以上の芸者のいた芸者置屋は東京ではわずか2軒であった(向上:

203-04)。
(53) Hane (175)、西村 (1026)、Sievers(63) は、奉公契約を用いる工場

もあったという。しかし、他の実証的データ (empiricaldata)は、長期の

奉公契約は産業労働者の聞では普通ではなかったことを示している。第

Iに、 1936(昭和11)年に調査された、 12-18歳の労働者1，077人(全産

業の横断的統計)のうち、前借金について知っていたのはわずか59人で

あり、 400-500円の前借金を負っていたのは、(最高額の) 1人だけであ

った。男性の前借金は、すべて100円未満であった。社会事業研究所

(45， 49)、福岡地方職業紹介事務局 (40)、末弘 (4)参照。第2に、田

村 (38-39)によれば、 1951-1952(昭和26-27)年の聞に奉公契約で働

いている全労働者のうち、 63%が純粋の売春に従事し、 8.1%が旅館、貸

席〔売春宿〕、特飲庖、芸者置屋などの女中となり、 8%は農業に従事、
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3.8%は工員、 3%は芸者、 3%は特殊喫茶広女給や酌婦、 2.9%は子守

であった。神崎 (99)および労働省婦人少年局 1953 (74，付録74) も

参照。第 3に、前借金のある女性についての1930年代初めのある調査に

よれば、平均前借金は公娼が900円、芸者が800円、酌婦が400円、工員が

130円であるという(社合局庶務課調査係:159)。第 4に、 Fruinは、明

治期までの数世紀にわたっての、定常的な奉公人の減少傾向を慎重に記

Sましている。
(54)伊藤 (494-95)0 Garonの優れた研究は、元娼婦の多く (42%)は親元

に戻ったこと、そして、多く (2/3)がやがて結婚したことの証拠につい

て議論している(19)。

(55)ただし、芸者置屋はクリアリング・ハウスを組織し、それを通して、

別の芸者置屋との契約に背いた芸者を抱えないという合意を互いに強制

していたことには注意を要する(中央職業紹介事務局:392)。

(56) Mnookin & Kornhauser. Ramseyer & Nakazato参照。娼婦は、自分たち

の法的権利についての情報を、他の娼婦からの口コミで受け取るだけで

なく、廃娼論者からも得たであろうことに注意を要する。 1890(明治23)

年から1940(昭和15)年の期間の大部分において、様々な廃娼論者が熱

心に娼婦に廃業を勧めていた。その過程の詳しい叙述が Murphyにある。

また、廃娼論者の雑誌『廓清』などにも定期的にそのような記述が載っ

た。

(57)訴訟が稀であったとしても、それでも最も安価に裁判所に訴えること

のできる当事者に提訴の負担を負わせることが効率的であった。なぜな

らば、それは紛争をめぐる交渉における事後的機会主義 (expost oppor. 

tunism)の起こりうる範囲を狭めるからである。

(58)報酬の不払で置屋を娼婦が訴えた事件は 3件しか見出せなかった(す

べて芸者のケースであるんまた、親または保証人が、芸者置屋(または

売春宿)による(娼婦が契約に反して廃業したことに基づく)財産差押

に異議を申し立てた事件を 7件、置屋や売春宿が、娼婦またはその親や

後見人を借金の返済がないことを理由に訴えた事件を12件見出した。も

ちろん、公刊裁判例が代表的な例だというわけではない。

V フィナーレ

1957 (昭和32)年までに、永く続いてきた商売としてのセックスの合法な市

場は消えた。 1945(昭和20)年に、ダグラス・マッカーサ}とその助言者たち
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が、日本政府に戦前の公娼制度の廃止を命じ、改革を始めたのである (59)。そ

の10年後、最高裁は芸娼妓契約のうちの前借金契約の部分を無効と〔し、不法

原因給付として不当利得返還請求も認めないと〕することで、このプロセスを

さらに押し進めた(最判昭和30年10月7日民集 9巻1616頁)0 1896 (明治29)

年以来、前借金のある娼婦は合法的に自由に廃業することが許されていたが、

戦前の判例では、廃業すれば本人またはその保証人は金銭消費貸借契約上の責

任を負っていた。それが〔この最高裁判決によって〕、前借金のある娼婦は、

その借金からも自由になることができるようになったのである。とどめは、そ

のすぐ後に来た。最高裁判決から 1年もたたずに、廃娼論者が売春を禁止すべ

きだと国会を説得することに成功したのである(売春防止法(昭和31年5月24

日法第118号))。売春はいまでも続いている。しかし、それはもはや非合法な

のである。

V 註

(59) Oppler (158)参照。昭和21年2月2日内務省令第 3号、昭和21年 2月

2日内務省警保局公安発甲第9号〔公娼制度廃止に関する内務省警保局

長通牒〕、昭和22年 1月15日勅令第 9号〔婦女に売淫をさせた者等の処置

に関する勅令〕。

VI 結び

12世紀フランスのトウールーズ(Toulouse)においては、公的な売春宿は現地

の大学と利益を折半した (Shadwell)が、日本ではそうはならなかった。日本の

売春宿が学者の支持を取りつけようとしたことはなかったし、支持を得たこと

もなかった。逆に、農家の女性を「奴隷にする」ものとして、学者は一貫して

売春宿を批判しつづけた。芸娼妓契約は、学者たちの語る物語の中で重要な役

割を果たした。貧困で教育もない農民は、知らないうちに芸娼妓契約を承諾し

てしまい、それによって抱主は娼婦を性の奴隷にまで庇めたというのである。

しかし、これらの物語は娼婦たちを正当に評価していない。最も悲惨な状況

におかれた農家が示しえた工夫を、大幅に過少評価しているのである。売春は

厳しい仕事であったが、ほとんどの抱主は芸娼妓契約を操作して娼婦をいつま

でも働かせ続けることはできなかったのであり、娼婦のほとんども奴隷にはな
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らなかったのである。そうではなくて、公娼は一般的に 6年間の芸娼妓契約で

登録をし、(彼女らにとっては)高額の収入を得たのである。娼婦の多くは 3

年から 4年で借金を完済し、早く廃業したのである。残りのほとんども、契約

期間の満了とともに廃業した。

この世界においては、前借金が雇傭市場の存在を可能ならしめた一高収入

の約束があっても、この産業に初めて参入する女性はそれを信用してよいか分

からなかったからである。女性たちは、この職業につけば自分と家族の社会的

地位に傷がつくこと、抱主のなかには娼婦が稼げる額について嘘をつくインセ

ンティヴを持つ者がいること、そして、ほとんどの抱主は自分よりも容易に法

制度を発動させることができることを知っていた。まさしく、提示された額を

稼げるのかどうかが分からないからこそ、芸娼妓契約が都合がよかったのであ

る。芸娼妓契約によって、抱主は娼婦のステイグマを補うのに十分な総収入を

約束することができ、前払いによって約束を信じられるものにすることがで

き、そして法制度を発動させるコストを自ら負うことができたのである。

本稿の主張は、公婚制度や、年期奉公が必ずしも「日本にとって良かった」

という点にあるのではない。また、全体的に、農家の女性が合法的な売春市場

の存在によって利益を得たという点にあるのでもない。先述したように、そう

いった論点は本稿の射程外にある。本稿の主張は、より限定的なものである。

すなわち、女性がこの産業に参入することによって受ける大きなステイグマに

鑑みれば、他のところで得られる賃金よりもず、っと高い賃金を得ることができ

るという保証がなければ、女性は売春宿で職に就くことを跨跨した(そして多

くの親は売春宿に娘を送ることを跨賭した)という点にある。芸娼妓契約は、

その保証を提供するものだったのである。

〔訳者あとがき〕

本稿は、1.Mark Ramseyer，“lndentured Prostitution in lmperial Japan: Credi-

ble Commitments in the Commercial Sex lndustry，" 7 lournal of Law， Economics， 

& Organization 89-116 (1991)に若干の修正を加えて訳出したものである。本

誌への翻訳の掲載を快諾されたラムザイヤー教授と、 OxfordUniversity Press 

に感謝したい。とくに、ラムザイヤー教授には訳文と本あとがきに目を通して

いただき、貴重なコメントをいただいたことも感謝しなければならない。もち
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ろん、訳責および本あとがきの文責が訳者にあることはいうまでもない。な

お、訳文中の( )内は、訳者による補充である。

訳出の主たる目的は、そのアプローチの紹介にある。ラムザイヤ一教授は、

その著書『法と経済学一一日本法の経済分析一一~ (a)、とくにその第 4章、

第 5章において、繰り返しゲーム (repeatgame)における協力的関係の維持の

構造を検討している。すなわち、法制度に依存しない契約の自律的強制

(self-enforcement) (=協力)の構造を理論的に検討する第4章に続いて、第 5

章ではその実証的検討を行う(もっとも、日本のメイン・パンク制度を素材と

したその検討は、結論として法制度による自律的強制の補完を強調するものと

なっている)。今回訳出した論文は、そのような繰り返しゲームではなくて、

単発ゲーム (one-shotgame)における契約の自律的強制の構造(および法制度

によるその補完)の各論的検討として位置づけられる。

契約実務(契約行動)が多くの場合において法的強制に頼ることなく行われ

ており、法ルール(legalrule)の活躍する場面が意外に狭いということは、近

時しばしば指摘されることである。伝統的には、法ルールに従わない契約行動

は日本人に特有な行動様式であり、克服されるべき前近代的なものとして理解

されていたが(b)、アメリカのビジネスマンを対象とした StewartMacaulayの

経験的研究(c)の影響が浸透するに従い、最近では法的強制に頼らない契約の

強制 (enforcement)は普遍的な現象であるとの主張が有力になされるに至って

いるは)。そして、法ルールの果たす役割が契約の強制という場面において大

きくない 法的強制が稀 とすれば、裁判規範としての法ルールの研究に

代わって、契約の自律的強制lに対して与える法ルールの影響(法ルールの行為

規範的側面、契約(再)交渉の法的環境)が重要な研究課題として浮かび上が

ってくる (e)。契約の自律的強制構造の解明は、そのために必要不可欠な前提

f乍業である。

契約の自律的強制構造の解明の試みは、まず経済学で始まったが(1)、そこ

で注目されたのが、交渉理論やゲーム理論におけるコミットメント (commit-

ment)の戦略であった。交渉理論の分野では、コミットメントは、交渉力 (bar

gaining power)を獲得・行使する方法として位置づけられる。たとえば価格交

渉において、買主は価格についての自分の提案 (rこれ以上の金額では貿えな

いJ)が最終提案 (finaloffer)であることを一-それが真であれ偽であれー一売

主に信じ込ませなければ、売主にその提案を受け入れさせることができない
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(ただし、売主の最低受忍価格 (reservationprice)が買主のそれよりも低く、交

渉成立の余地があることを前提とする)。それを信じ込ませることによって、

買主は交渉力を獲得するのである。たとえば、ある家を20，000ドルまでなら出

して買ってもよいと思っている買主が、 f16.000ドル以上は出せない」と売主

に告げた場合、それだけでは売主がそれを信じるかどうかは不確実である。し

かし、買主が同時に Q6，000ドル未満で買えるかどうかについて第三者と賭を

していて、負ければ5，000ドルを第三者に支払わなければならない」というこ

とを証明すれば、売主は16，000ドルという提案を最終提案として扱わざるを得

なくなり、買主が交渉力を獲得・行使したことになる (g)。

一方、ゲーム理論では、ゲームにおける協力的戦略 (cooperation)をプレイ

ヤーに選択させるための手段としてコミットメントを位置づける (h)。芸娼妓

契約のゲームに適合的な「囚人のデイレンマ」のモデルで考えてみよう(表A

参照)。表 Aにおけるゲームの解 表A 芸娼妓契約の因人のテaイレンマの利得行列

(ナッシュ均衡)は、売春宿も娼婦

も非協力的戦略 (defect)を選択する

左上のセル (0，0)である。この

ような戦略選択になるのは、プレイ

ヤーの双方が相手が協力するかどう

ま立清目

の
戦
略

非協力

協力

売春宿の戦略

非協力 協力

0， 0) (20， -10) 

(-10， 20) (10， 10) 

か分からず、相手が非協力の場合に ( )内の数字の、左側刊昌婦、右側が売春宿の利得

おける自らの効用を最大化しようとするからである。しかし、ここで売春宿が

娼婦に対して、自分は協力するということを信じさせること(=信じられるコ

ミットメント (crediblecommitment)の獲得)ができれば、右上 (20，-10) ま

たは右下 (10，10)のセルの戦略が選択されることになる。娼婦の効用は右上

のセルにおいて最大の20となるが、ラムザイヤー教授の説明によれば、売春宿

は安価に法制度を発動させることができるから、娼婦は契約をしてしまえば法

的に協力的戦略を強制され、結果的に非協力的戦略はとれない。そのため、売

春宿が信じられるコミットメントを獲得すれば、結果的に右下のセル、すなわ

ち売春宿も娼婦も協力的戦略を選択することになる。このように、ゲーム理論

におけるコミァトメントは、囚人のデイレンマを脱する(パレート改善の)た

めの手段として位置づけられる。

それでは、このような信じられるコミットメントはどうすれば獲得できるの

であろうか。ラムザイヤー教授の前掲著書は、繰り返しゲームの場合における
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この問題を検討するものであり、「評判」と「繰り返し」に信用性(credibi1ity)

の源泉を見出す。それに対して、本稿は単発ゲームにおける信用性の源泉を検

討するものである。

なお、芸娼妓契約は継続的関係 (on-goingrelationship)ではあるが、それは

単発ゲームに基づく継続的関係であってい)、ゲームが繰り返されるメイン・

バンク制度の場合とは異なる(売春宿は繰り返しプレイヤー (repeatplayer)で

あるが、特定の女性との取引は単発的である)。たしかに、継続的関係である

以上、広義の再交渉が行われるであろうが、その再交渉ゲームは、それにおけ

る協力を確保するために最初のゲームの戦略選択が変化するようなゲームでは

ない。そもそも、売春宿は法制度を通して娼婦の協力を強制できるから、現在

のゲームへの将来のゲームの影響という繰り返しゲームの特徴は欠けているの

である。

ラムザイヤー教授が著書で検討する「評判」は、いわば、これから取引しよ

うという者の聞での信用性を創出するものであるから、繰り返しゲームだけで

なく、単発ゲームにも共通するo しかし、ラムザイヤー教授の説明に従えば、

芸娼妓契約では娼婦になろうとする者の側の情報不足のために「評判」のもつ

信用性の源泉としての機能は大きくない。また、取引当事者間における信用性

の源泉たる「取引の繰り返し」は、繰り返しゲームに内在的な信用性の源泉で

あるが、単発ゲームにおいては、そのような構造的・内在的な信用性の源泉は

存在しない。したがって、単発ゲームにおいては個々の取引ごとの信用性の源

泉を検討することが必要となってくるが、本稿は、その 1つの試みである。前

借金は、信用性のi原泉だったのである。

このように、自律的強制の構造の解明は「交渉プロセスとして契約」

r private orderingとしての契約」の視点からは、契約当事者聞の(再)交渉の

起点をさぐるという意味で重要な課題であるわけだが、この作業の重要性がよ

り尖鋭化して現れるのは、裁判所による保護(法的強制 legalenforcement) を

期待できない契約においてである。ラムザイヤー教授の説明方法によれば、最

高裁の前借金無効判決(最判昭和30年10月7日民集9巻1616頁)によって、芸

娼妓契約はその強制の構造が崩壊したことになる(なお、労働基準法16，17条

参照)。しかし、それは芸娼妓契約あるいは売春稼働契約の消滅を意味するの

では決してない (i)。芸娼妓契約あるいは売春稼働契約は、法的強制に頼るこ

となく暴力や麻薬などを背景とした自律的強制で生き続けているのであるは)。
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これらの契約の自律的強制の構造の解明は、その法的環境整備のための出発点

を確定するための、すぐれて現代的な問題なのである。

(a)マーク・ラムザイヤー『法と経済学一一日本法の経済分析 J (弘文

堂、 1990)。書評として、小林秀之・エコノミスト1990年11月13日号97

頁、浜田宏一・経済研究(一橋大学)43巻 1号82頁 (1992)があり、同

書を中心的題材としたシンポジウム記録として、松村良之=吉田邦彦=

古城誠「日本法の経済学的分析一一ラムザイヤー『法と経済学』に寄せ

て」北大法学論集44巻1号 (1993)がある。

(b)伝統的な理解を整理するものとして、内田・後掲注(d)NBL515号14-17

頁参照。

( c) Stewart Macaulay， Nan-Cantractual Relatians叩 Business: A Preliminary 

Study， 28 AM. SOC. REV. 55 (1963) ; Macaulay， The Use and Nan.Use 01 

Cantracts in the Manulacturing Industη， PRAC. LAW.， Nov. 1963 at 13に始

まる。なお、より一般的に紛争解決基準としての法ルールの役割が小さ

いことを論じる近時の重要文献として、 ROBERTC. ELLICKSON， ORDER 

WITHOUT LAW : How NEIGHBORS SETTLE DISPUTES， Harvard University Press 

1991がある。

(d)その代表が、内田貴「現代契約法の新たな展開と一般条項(1)-(4)JN 

B L514-517号 (1993)である。

( e) Stewart Macaulay， An Emtirical View 01 C開 tract，1985 WIS. L. REV. 

465。当事者の行動に与える法ルールの影響は、ラムザイヤー・前掲注

(a)に通底する問題意識である。他にも、 RobertMnookin & Lewis Korn-

hauser， Baγ'gatntng帥 theShadow 01 the La却 :The Case 01 Divorce， 88 Y ALE 
L. 1. 950 (1979)、山本顕治「契約交渉関係の法的構造についての一考察

一一私的自治の再生に向けて一一(1)ー(3)完」民商法雑誌100巻2、3、5

号 (1989)、和田仁孝『民事紛争交渉過程論J (信山社、 1991)、内田貴

「契約プロセスと法」岩波講座『社会科学の方法羽 社会変動のなかの

法J (岩波書庖、 1993) など参照。

(f)代表的な文献として、L.G. Telser， A Theoη 01 Selj引~/orcing Agree-

ments， 53 J. Bus. 27 (1980) ; Benjamin Klein & Keith B. Leffler， The Role 

01 Market Forces in Assuring G側 lraclualんてfonnance，89 J. POL. ECON. 615 
(1981) ; Oliver E. Williamson， Credible G仰 lmit間四ts:Us伽gHostages 10 

Supporl Exchange， 73 AM. ECON. REV. 519 (1983)などがある。

( g) THOMAS SCHELLING， THE STRATEGY OF CONFLICT : WITH A NEW PREFACE BY 

THE AUTHOR， Harvard University Press 1960， 1980 paperback ed.， pp. 

22-28参照。本文に挙げたのは、 id.，p. 24にみられる例である。また、
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ラムザイヤー・前掲注(a)1l5頁の銀行取引停止処分の説明参照。太田勝造

『民事紛争解決手続論J (信山社、 1990)65頁以下も参照。

(h)ラムザイヤー・前掲注(a)70頁以下、太田勝造「法律学のための rゲイ

ムの理論』の基礎」法交渉学研究会=小島武司編『法交渉学入門~ (商事

法務研究会、 1991)など参照。法律学に対しでもつゲーム理論のインプ

リケーションについては、拙稿「論文紹介j[1992-1]アメリカ法79頁、

松村ほか・前掲注(a)152-54頁〔吉田〕など参照。

( i )①ゲームの回数に着目する単発的 (one-shot)←→繰り返し (repeat)の区

分と、②契約当事者間の距離 (arm'slengthか否か)に着目する個別的

(discrete)←→関係的 (relational)の区分は区別すべきである。単発的=個

別的契約(例、旅行先のガソリン・スタンドでのガソリン売買)、繰り返

し=関係的契約(例、メインパンク制、結婚、企業)が存在するのはも

ちろん、単発的=関係的契約(契約的関係 contractualrelationship) や

繰り返し=個別的契約も存在するように思われる。前者の例としては、

芸娼妓契約の他、練り上げ型の契約成立形態を有する不動産売買(池田

清治「契約交渉の破棄とその責任一一現代における信頼保護の一態様と

して (5)j北大法学論集42巻5号 (1992)1274頁以下参照)、後者の例

としては、近所の八百屋で消費者が毎日野菜を貰うこと(中田裕康「継

続的売買の解、消(1)j法学協会雑誌108巻3号(1991)382頁以下参照)が

挙げられよう。

(j )椿久美子「公序良俗に関する我妻類型ーーその形成の背景と評価」法

律時報64巻12号 (1992)67頁が指摘するように、芸娼妓契約に関する判

例は沿革上のものとなったが、最高裁の前借金無効判決がある以上、そ

れが裁判例に登場しなくなったのは当然のことである。しかし、裁判例

からの消滅は、芸娼妓契約の消滅には直結しないことに注意しなければ

ならない。ここで逸話的データ (anecdotalevidence)を提示することはラ

ムザイヤー教授の意に沿わないであろうが、 1974(昭和49)年に、芸娼

妓契約の存在が確認されている。朝日新聞昭和49年5月24日朝刊参照。

この事件を担当した婦人相談員による記録として、兼松左知子『閉じら

れた履歴書一新宿・性を売る女たちの30年一一~ (朝日文庫、 1990)

230頁以下がある。門坂正人「主観的公序良俗と客観的公序良俗(2)一一芸

娼妓契約・現代売春稼働契約一一」大阪経大論集200号(1992)49頁に

は、ホステスの前借金に関する那覇地判昭和49年1月29日(判例集未登

載)も報告されている。また、いわゆる「ジャパゆきさん」の前借金な

どによる拘束もしばしば報告されることである O たとえば、松田瑞穂

「国際売買春の中の女性たちータイ女性のケースを中心に」アジア人労

働者問題懇談会編『侵される人権・外国人労働者~ (第三書館、 1992)

91-93頁参照。
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(k)田村雅幸「売春の実状と対策」ジュリスト882号 (1987)46-47頁。な

お、総理府編 r売春対策の現況J (ぎょうせい、 1986)は、現代の売春に

はかつての苦界のイメージはないとする説の根拠としてしばしば引用さ

れる実態調査を含むが、その調査方法に対する説得力ある批判として、

座談会「売春・買春一一『売春防止法J30年の現在をさくボる」現代のエス

プリ230号(1986)16-17頁〔高橋喜久子、兼松左知子の発言〕、高橋喜久

子「おわりに」現代のエスプ 1)230号 (1986)220-21頁がある。現代の売

春稼働契約が、「個人の自由の極度の制限」という側面を仮に持たないと

しても、「売春」を根拠として公序良俗違反となることは疑いない。 Cf.

幾代通『民法総則〔第二版)J (青林書院、 1984)208頁、 211頁注(3)。し

たがって、自律的強制の構造の解明の重要性はますます高い。ところで、

芸娼妓契約を「個人の自由を極度に制限するもの」として公序良俗違反

とするのは、公娼制度の存在した当時に書かれた我妻条「判例より見た

る『公の秩序善良の風俗JJ法学協会雑誌41巻5号 (1923) (同『民法研

究 E 総則~ (有斐閣、 1966)所収)に由来する伝統であるが、統計的記録

を基礎とする本稿の解釈論上の直接のインパクトは、芸娼妓契約を個別

的に検討することなく その実質は人身売買であるとして 一律に

その公序良俗違反類型に含める立場(最近では、大久保憲章「前借金契

約無効判決再考一一一部無効と契約の解釈一一」佐賀大学経済論集24巻

3号81頁 (1991)がそうであろうか)への疑問の提示ということになる

(大審院は個別の検討を行っていたことについて、西村信雄「前借金無効

の判決について」法律時報28巻1号 (1956)96頁注(1)参照)。もちろん、

それが裁判例に現れた個別の芸娼妓契約をその類型に含めることに対す

る批判ではないことはいうまでもない。
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